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第 1i茄 現行の開発規制制度

バンコクの γ ョ y プハウス開発に適用される主要な規制制度放びその内容は以下の通り

である。

①BYE-LAWS OF BANGKOK METROPOLICE， RE:CONTROL OF THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

1979 (以下、建設条例) 1) 

建設条例は、建築物の形態、構造、設備、敷地内空地等に関する最低益準を定めた規制l

であり、バンコクにおけるすべての開発行為に適用される。

-定義

HONGTEOとは、 2戸以上が長屋建てに連続し、主に非耐火材料により建設される住居もし

くは商業建築を指す。 TEUKTEOとは、 2戸以上が長屋建てに述統し、主に耐火材料により建

設される住居もしくは商業建築を指す(一般に、 TEUKTEOがショップハウスと呼ばれる〉 。

商業建築には、商業及び 5馬力未満の機械を用いる 工場が含まれる。

-第 22条

主に耐久性、耐火性の高い紫材や鉄筋レンガ造ではない建物の階数は 2階以下とする。

.第25条

HongteoもしくはTeukleoの最低寸法は、間口3.5m、奥行3.5mとし、i:!1物の前面と後方

に 2箇所の出入口が必要である。建物がレンガ及び非鉄筋レンガ等の耐火素材により鎧殺

される場合には、!ii厚は 10cm以下ではならない。

HongteoもしくはTeukteoが連続する場合には、屋根上に高さ 50cm、厚さ 20cmの耐火墜を

5戸毎に設ける必要がある。 椛造の迎続性、所有者の同.nにかかわらず、 Hongleoもしくは

Teuk leoが連続して建設される場合には、幅 4 m の空地を 20戸毎に設ける必妥がある ~i O

3階建てのTeukleoは、最低でも 2階か 3階の床の一方を耐火性の索材で建設しなけれ

ばならない。 3階を越えるTeukleoは、すべての床を耐火性の紫材としなければならない0

.第 31条

すべての居室の幅及び奥行は2.5m以下ではならず、面積が9m'以下ではならない0

.第32条

寝室もしくはすべての居住目的の部屋は、他の部屋に通じているドア、窓等を除外した

関口古!Iの面積が部屋面積の 10%以下ではならない。
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-第35条

天井高の最低寸法は、 11階は 3.5m、 21倍以上の業務用途の部屋は、エアコン付き 3.0m、

エアコン無し 3.5m、 2階以上の居室は、エアコン付き 2.4m、エ 7 コン無し 3.0mとする 0

.第71条

建物の壁面線から前面道路の反対側の道路線までの距離の 2倍以上の高さの建物の建設

は許可されない。

-第 72条

幅員 6.0m以下の公道に面した建物の建築線は、道路の中心線から最低3.0m以上離れて

いなければならない。幅員 10.0m以下の公道に面したTeukteo、lIongteo、商業建築、工場

及び公共建築の起5高級は、道路の中心線から芯低6.0m縦れていなければならない。幅員1

O.Om以上の公道に面した Teukteo、Hongteo、商業建築、工場及び公共建築の建築線は、公

道の道路線から最低、幅員の十分の一以上離れていなければならない。幅員20.0m以上の

公道の場合には、最低2.0m以上離れていなければならない。

-第75条

他人の所有する土地に隣媛する建物は、敷地境界線に後する側面を出入口、窓、換気孔

のmい壁面としなければならず、建物のどの部分も隣接する土地に張り出してはならない 0

.第 76条

居住に用いられない商業建築、工場及び公共建築は敷地の 10%以上、居住に用いられる

商業建築、工場及び公共建築及び住宅は敷地の 30%以上を空地としなければならな L、。 3

階を越えない Teukteo 、 lI ongteo、商業建築、工r~及び公共ul築で公道に面していないもの

は、建物前面に6.0mの空地を設けなければならな L、。 31稔を越えるものは、 12.0m以上と

する。

Teukteo、Hongteo、商業建築、工場及び公共建築は、建物後部に連続する裳小路として

覆いのない空地を敷地境界から 2.0m以上取らなければならない。建物が背割り型に配置さ

れる場合には、中央の裂小路は4.0m以下ではならない。

-第 88条

人聞が使用するすべての建物は、適切な個数の便所及び他の衛生2号機を設置する必要が

ある。 31皆を越えないlIongteoとTeukteoは、便所 I箇所、洗面台 l箇所以上。 3階を越え

るTeukteoは便所 2箇所、小使探 1箇所、洗面台 I箇所以上を設置する。
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② MINISTERIAL REGULATION NO.7 (以下、駐車場条例))) 

駐車場条例は、建設条例に基づき駐車場の設置基準を定めた規制である。

• 500席以上の劇場 ・映画館は、20席ごとに 1台の駐車湯を設置する。

• 30室以上のホテルは、 100室未満の場合には最初の30隻は 10台以上とし、 30室を越える部

分は5室当り l台の駐車協を設置する。

1戸当り 60m'以上のアパー トは、 1家族当たり 1台の駐車場を設置する。

・接客空間が150m'以上のレス トランは、接客空間が750m'未満の協合は 15m'当り 1台.とし、

750 m'を越える部分は 30m'当り l台の駐車場を設置する。

• 300 m'以上のデパートは、20m'当り 1台の駐車場を設置する。

• 300m'以上のオフィスピルは、 60m'当り 1台の駐車場を設置する。

・建物高が15m以上で延床面積1000m'以上かもしくは、延床面積2000m'以上の大規模建築

は、上記の機能を持つ部分に関しては上記の設置基準で算出した台数かもしくは 120m'当り

l台の駐車場を設置する。 41格以下の長屋建てで耐火造の大規模建築は、建物の外部もしく

は地下に1戸当り 1台の駐車場を設置する。

③LAND SUBDIVISION REGULATIONS 1976 (以下、土地区画規制)山

土地区画規制は、敷地寸法及び敷地面積、道路，歩道の幅員，強度、汚水，排水設備、

配電設備、上水道、電話、公共施設の最低基準を定めた規制であり、 10区画以上の住宅地

開発に適用される。

-敷地寸法及び敷地面積

一戸建て住宅の最低敷地寸法は、間口 10m、奥行20mとし、敷地面積を200m'以上とする。

敷地寸法が基準未満の場合には、敷地面積を240m'以上とする。二戸ー住宅は、間口 7m、

奥行20mとし、敷地面積を 140m'以上とする。敷地寸法が基準未満の場合には、敷地面積を

160 m'以上とする。長屋建て住宅(タ ウンハウス等 筆者注)は、閉口4m、奥行16mとし、

敷地面積を64m'以上とする。敷地寸法が基準未満の場合には、敷地面積を80m'以上とする。

γ ョップハウスは、間口 3.5m、奥行14mとし、 敷地面積を49m'以上とする。

-道路幅員

五主低道路幅員は、車道6m、歩道1m'こより 構成される 8mとする。 2練のショップハウス
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が正対して配置される場合は、車道11m、歩道2mとし、道路幅員を 15m以上とする。 1練

の場合は、道路幅員を 12m以上とする。30m以上の袋小路は、突き当りに4m四方以上の転

回I或を設置する。

-下水処理施設

50区画以上の住宅地開発では、総開発面積の1%を下水処漣施設用地とする。

-公共施設

100区画以上の住宅地開発では、 200区画培えるごとに、児童公園800m'、幼稚園800m'、

近隣商業施設400m'以上の整備を行う (100-300区画の開発は200区画、 301-500の区画の

開発は400区画として扱う)。また 1000区画以上の開発は、 1000区画増えるごとに、公園・

スポーツ施設6400m'、小・中学校22400m'以上の整備を行う必要がある(1500-2449区画の

開発は2000区画、 2500-3499区画の開発は3000区画として扱う)。

④パンコク市条例による8種、 23箇所の集団規制J(以下、集団規制、図 4- 1) 5) 

1990年現在、バンコクでは都市基本計画が施行されていないため、バン コク市役所は大

バンコク総合計画2001を参考にしながら、建設条例に基づく 8種、 23箇所の集団規制を行っ

ている。

-高さ制限地域

戦勝記念浴及びその周辺にふさわしい環境を保持するため、記念塔から 200m以内は高さ

16m、200-300mは高さ 24m以上の建築を禁止する。

-道路沿道規制

新規建設・拡幅道路沿線において、路上駐車等の交通問題を誘発し ないために、沿道15

m以内のショップハウス、商業建築、大規模建物、劇場、ホテル、デパート、倉庫、工場

の建設を禁止する。対象とする道路は、閣議決定により定められる。

-緑地帯地域

大パンコク総合計画2001において、農業等保全エリアとして指定されている。

東部地媛の洪水調節のため、行政施設、独立住宅、農家、道路、ダム、橋梁、 トンネル、

排水施設、フェンス、生垣、門、看板、電柱、水道管、ガス菅以外の建設を禁止する。

-農業地域

大パンコク総合計画2001において、農業等保全エリアとして指定されている。
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農地を保全するため、幹線道路から 100m以内〈一部70m)の行政施設、学校、病院、 2

階建てで高さ 8m以下の独立住宅、 3階建てで高さ 12m以下のショ ップハ ウスもしくは廷床

面積100m'未満の商業建築、ダム、橋梁以外の建設を禁止する。100m以遠の区岐に関して

は、上記の建築に畜舎、農家が加わる。

.保安地紙

チ yトラダ宮殿及びその周辺の保安維持のため、宮殿近銭区域における高さ 12m以下の

独立住宅、学校、診療所、宗教施設、行政施設以外の建設を祭止する。その他の区媛では、

高さ 20m以下の上記の建築及びショップハウス以外の商業建築の建設は許可される。

-文化保全地滋

ラタナ コシン地区の歴史 ・文化の保全のため、本宮殿周辺区域の高さ 16m以下の行政施

設叉は宗教施設以外の建設を禁止し、チャオプラヤ川河岸で部分的に工場、公衆衛生に反

する商業建築、娯楽施設、ホテノレ、劇場、倉庫、公共以外の集会施設、ショ y プハウス、

火葬場、給油場、スポ ーツスタジアム、 5m'以上の看板、高さ 16m以上の建築を禁止する。

また、ラタナコシン地区外で内掘と中婦の間の区域では、上記の建築物に加えて、延床面

積80m'以上の倉庫、延床300m'以上のレストラン、市場、延床面積300m'以上の業務用建築、

延床面積300m'以上のデパートの建設が禁止される。一部、特定緩和区域が設定されている 0

.文化館周辺環境保全地域

タイ日文化会館周辺地域の環境保全のため、会館北側隣筏区域における、高さ 9m以下で

ショ yプハウス以外の居住用建築及び高さ 9m以下で建坪80m'未満の商業建築以外の建設を

禁止する。会館から概ね100m以内の区域では、 7戸以上のショップハウス、高さ 9m以上

の建物、延床面積1000m'以上の建物、工場、公衆衛生に反する商業建築、娯楽施設、ホテ

ル、 劇場、 市場、倉庫、給油場、爆発物貯蔵施設、高さ 15m以上の貯水施設、火葬場、 5m'

以上の看板の建設を禁止する。

-住宅地域

ν ロム通り周辺等の良好な居住環境を保持するため、住宅、行政施設、宗教施設、診

療所、商業建築、察、アパー ト、コンドミニアム、事務所、劇場、ホテル、レストラン以

外の建設を禁止する。上記の建物の内、住宅以外の建物については空地を30%以上確保し

(建蔽率70%未満)、駐車床面積を含めた容積率を400%未満とする。高さ 12m以上の建物

は (2+H/5) m以上、 12m未満の建物は3m以上の壁面後退を全方向に行う。
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主主設条例はすべての建築行為に適用される規制であり、建物規模の点では尊守されてい

る。しかし、建設条例には建物用途に関する規制は含まれていないため、 Y ヨップハウス

に関しては、 1階の工業系用途利用、上階の業務機能への転換等の建物利用上の問題点が

見られる。また、建物後部の避難路への台所の増築が多く見られるが、これは防災・衛生

の商で居住環境上の問題を作り出している。

駐車場不足による路上駐車は、バンコクの交通渋滞を一層悪化させている。間口4.0m、

奥行12.0mの綴準的なショ yプハウスの業務面積は48.0 rr!となり、レストラン、デパート、

オフィスピルと仮定すると、駐車場条例では各々、1.6台、 2.4台、 O.8台の駐車場が必要と

なる。駐車場条例によるショップハウス 1戸に 1台の駐車場は、アパートに必要とされて

いる様な自家用とみなす事ができ、顧客駐車場に関しては全く準備されていない事になる。

第 3章第 3節②の20{1牛の開発の内、ソイ導入型開発、街区形成型開発、旗竿型開発では

開発用地内のソイを駐車場としているが、新規建設 ・拡幅道路以外のリボン状開発におい

ては自家用駐車場さえも鐙備されていない。

土地区画規制は規模規定であり、規定されている開発戸数を上回ると著しく規制が強化

されるため、規定規模未満の開発を誘発する性格を持っている。第 3章第 3節②の20件の

開発の内、事例 8、 10、 11、 12、 13は下水処理施設、事例 5、 16、 18、 19、

2 0は下水処理施設、公園等の公共施設の双方を設置する義務がある。しかし、下水処理

施設を設置しているのは事例 18、 19、 20の3件、公園を設置しているのは事例 16 

の 1件でしかない。

開発用地内のソイに関しては、幅員に関する規制はあるが長さや形状に関する規制がな

い。このため、近年のソイ導入型開発や旗竿型開発では、事例 18、 20に見られる様な

周囲の道路との接続が困難な数百メートルにも及ぶ袋小路状のソイが建設されている。

近年の開発では、住宅資金を融資する金融機関が土地再分割委員会への届け出を民間開

発業者に求める傾向があり、また、住民側にもある程度の居住環境に対する要望が強まっ

ているといわれる。このため、敷地寸法、敷地面積、道路幅員に関しては規制が比較的尊

守されているが、占有面積が大きい下水処理施設、公共施設等に関しては、いまだに設置

しない開発が大半である。

8種類の集団規制の内、道路沿道規制は尊守されており、新規建設 ・拡幅道路のショッ

プハウスは一律15mセットパ y クさせられ、セットパ y ク分を駐車場として利用している。

緑地帯地域、農業地域には、 実際には個別住宅地や投機的な宅地分譲地の開発が見られる。
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. . 
第 2節 目自発者の社会 ・経済的背長と行動

①開発のプロセス

盟丞盗企

T 1 SCOの調査によると引、 54.9%の開発業者が自己資金で開発を行っている。主な融資元

は、商業銀行69.4%、投資会社15.3%であるが、友人・知人からの融資も 7.0%見られる。

政府機関からの融資は1.2%に過ぎず、ショ yプハウス開発は民間融資で賄われている。

設計者及び設計図書

設計図書には、タイ人の建築士及び構造技術者の登録証の写しとサインが必要である Î/ ~

TISCOの調査によると U 、ショ yプハウスの設計者は、バンコクの公務員が56.2%、フリ

ーの建築家が27.6%、建設会社社員が 16.2%である。公務員が過半数を占めている理由は、

建築家の絶対数が不足している事と、設計者が確認申請の審査官となると審査期間を短縮

できるという辺自による。

後者はパ yケージ ・サー ビスと呼ばれており、 BUILDINGCONTROL DEPARTMENT内の係官が

設計から許可までを担当する。代金はショップハウス 1戸あたり 500-1000パーツ程度で、

入居者の意向により建物に変更が加えられた場合には、入居者が竣工検査官に2000パーツ

程度の賄協を贈るといわれている剖。

ソイオンヌットの開発の場合、設計図書は青図で、縦55cm、横93cmで22ベ ジである。

図書の内容は、配置図(フリ スケ ル)、立面詳細図(1:50)、地下設備図(1・100)、

各階平面図(1 : 100)、立函図(1:100)、断面図(1 : 100)、各部詳細図 (1:50-1:10)、

各階柱梁の番号図(1:100)、各部材の断面配筋図 (1:20)、m気配線図(1: 100)である。

チャイナタウン地区の開発では、他の現場と設計図舎を共用しており、調査時には現場

に図書が見あたらなかった。これは、ショ yプハウスの形態、総法の標準化を示している。

形態、構法の標準化を示すもう一つの事例は、 1980年に発行されたショ yプハウスハン

ドブ yクであろう 10)。問答には、間口が建設条例による最低寸法の3.5mで、奥行12.0m、

階数2.5-4.5階建ての様々な意匠のショップハウスが掲載されている。読者は建設するシ

ョップハウスのタイプを選択した後に、ハンドブックに従い部材を選択し、著者より郵送

で実施設計図書を購入する。不整形な敷地形状や他の特殊な条件がある場合には、施工図

面や構造計算書の作成を直接著者に依頼する事も可能である。
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凶主主旦旦迫

開発許可の中泊先はw築規校により 74なり、パンコヲ市役所、区役所建築謀、運輸省高
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制

速道路局の 3公共団体が|刻与する¥¥，。建物高さが 15mを越えず、延床面積が2000m'を越え

必要がある。運輸省高速道路局が監理する道路に面した1)日発は、 I註低6mの道路からの後退

建盆王ヨE

工事期間は建設戸数により異なるが、 6-12カ月間が標準である。

に取ると、間口4m、奥行 12m、階数4.5階の標準的な住戸の延床面積は216m'となり 、建設

開発許可の審filUlr:丹は、パンコク市役所は最長180日間、区役所建築課は最長90日間であ

り、開発業者は審査JUIPdlが短い区役所への申請を強く希望する。 γ ョ y プハウス開発を例

ない開発の申請先は区役所地築課であるが、、どちらかが越える開発は sMAに申請する

戸数を 9戸以下に分割して開発を行えば、審査胡悶の短い区役所に申請する事ができる。

が必空きであると共に、高速道路局に設計図舎を l組提出しなければならない。

パンコクの地盤は軟弱であるため、基礎には杭が用いられる。柱梁の交点の直下には、

支持地盤にまで達する長さ 12-25mのプレキャストコンクリ ト製の長杭を用い(写真 4

1 )、他の部分には陪擦力により基礎を支える長さ 3-10mの短杭を用 いる。便所の下に

は 4mスパンを基単に決められている。

一 ト造で、長手方向に 3ユニ y トが:iili統する構成が最も一般的である。構造体にレンガ!l.i

を充填し、その上をモルタル、ペンキで仕上げる。床はプレキャストコンデリ ト板の上

に鉄筋を組み、その上をコンクリ ー トで堅める(写真 4- 3 )。床材、窓枠等の部材寸法

建設部材の標準化と仕上げの簡略化により、 1980年の時点で νョップハウスの単位面積

はピ y トが埋められ(写tt4- 2) 、微生物による有機分解とパンコク市役所による定期

当りの建設費は2000-2500 (B/m') と、一戸建て住宅の 3500-4000(B/m')、タウンハウ

的な汲み取りにより汚物を処理している。 ラーメン椛造の往梁は現湯打ちの鉄筋コンクリ

スの2500-3000(B/m')よりも廉価である は'。

塗王盆室

峻工検査が厳密に行われていないため、違反建築が検査を通る例が見られる。違反例で

また、上階関口部に鎚付の窓絡子を取り付ける事が一般的に行われている(写真 4-6 )。
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最も多いのは建物周辺の空地に関するもので、前面道路からの壁面線の後退距離が不十分

であったり、住物後部の避難路に台所を増築したりするものである(写真 4-4、 5)。

これらの行為は、緊急H寺の迎難を困難にし、消火活動の陣容ともなる危険な行為である。



②開発者の社会 ・経済的背景と行動

開発者の 7イプと開発数、開発規模の関係

TI SCOの調査は}におけるショ yプハウスの開発者は、社名にi]設、建築、開発、住宅、

u
l
寸
一
概
同
刊

生活等が使われている建設|刻述会社、貿易 ・商事、役資・信託、金融、工業等の他の会社

組織、及び個人の 3;;イプに分類される。

仏
迫

Q
M制

開発者のタイプと開発数(開発件数・延べ戸数)との関係を見ると、建設関連会社57件

(40.7%) ・4120戸 (59.8%)、他の会社組織44件 (31.4%) ・1830戸 (26.6%)、個人

33件 (23.6%) ・704戸 (10.2%)、不明6件 (4.3%) ・232戸 (3.4 %)となり、開発件数、

延べ戸数共に建設関連会社による開発が最も多い。

開発者のタイプと開発規模(長大戸数・平均戸数)の関係を見ると、建設関連会社が最

大戸数600戸 ・平均戸数72.3戸、他の会社組織が最大戸数200戸 ・平均戸数41. 6戸、個人が副
草

m可
制
叫
V
片

Q
E
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部
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最大戸数110戸・平均戸数21.3戸と、最大戸数、平均戸数共に王.!!設|刻述会社による開発の規

タイの会社の組織規模は、 7人以上の出資者で構成され、盗事長(代表取締役) 1人が

全責任を負う有限公言] (CO.. LTD.) と2人以上の出資者で椛成され、社長と 1人の株主が

17.5% ) ・504戸 (12.2%)、不明9件 (15.8%) ・266戸 (6.5 %)であり、他の会社組織

共同で責任を負う両合公司 (LTD. • PART. )に 2分類される ，<>。

T1SCOの調査 JSJにおける開発者の紐綴規模と開発数(1非l発件数、延べ戸数)との関係を

見ると、建設関連会社では有限公司38件 (66.7%) ・3350戸 (81.3%)、両合公司101'牛(

では有限公司 28件 (63.6%) ・1286戸(70.3%)、両合公司 12件 (27.3%) ・317戸(17

棋が最も大きい。特に 400戸以上の 31)自発は、すべて建設l刻述会社により行われている。

開発者の組織規模と開発数、開発規模の関係
出

l
守

口

肺

門

3%)、不明4I'牛 (9.1%) ・227戸 (12.4%) となり、建設関述会社、他の会社組織共に、

会社の組織規模と開発規模(鼠大戸数 ・平均戸数)の関係を見ると、建設関迷会社では

有限公司が最大戸数600戸 ・平均戸数88.2戸、両合公司が最大戸数156戸・平均戸数50.2戸、

公司の開発規模が大きい。

26戸・平均戸数26.4戸となり、建設関連会社、他の会社組織共に、組織規模の大きな有限

その他の会社組織では有限公司が燥大戸数200戸 ・平均戸数45.9戸、両合公司が最大戸数1

組織規模の大きな有限公司の開発数が多い。
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開発者のタイプ別のI}日発行動

1989年の現地調査 It.jによる全15開発、 548戸の開発者のタイプと開発数、開発規模の関

係は、建設関述会社が開発件数8件・延べ戸数417戸、最大戸数 121戸 ・平均戸数52.1戸、他

の会社組織が開発件数3件 ・延べ戸数日戸、最大戸数57戸 ・平均戸数39.7戸、個人が開発件

数4件 ・延べ戸数48戸、最大戸数24戸 ・平均戸数12.0戸となり、 T1 SCOの調査結果に類似し

た値となる。開発者の組織規伎は、すべてが有限公司 (CO..LTD.) である。

次に、開発者のタイプ別の開発行動の検討を行う。

開発用地の入手方法に関しては、建設関連会社は1件をi徐く 7件が土地を購入しているの

に対して、他の会社組織、個人による全開発が自前の土地であった。

護地、設計、建設、設備の各プロセスに関しては、建設関連会社は4件が全工程を自前で

行い、整地のみを外注した開発が1件、整地及び設備を外注した開発が1件、設計及び設備

を外注した開発がl件、整地、建設、設備を外注した開発がl件である。その他の会社組織

や個人による開発ではすべてのプロセスが外注されており、その内の4件は区役所の職員が

設討を担当している。

建設関連会社の内、全プロセスを自前で行った開発者は、総合請負的な組織の開発会社

であり、笠地、設備等を外注したのは建設会社、整地、建設、設備を外注し、設計のみを

自前で行ったのはiJHll;設計事務所であると考えられる。

一般に、タイの建設業省は同族で運営されており、小規模で閉鎖的であるといわれる。

タイ建設業協会によるとげにタイには 1983年の時点で約14000社の建設業者が存在してい

るが、その内、正規の会社組織として商務省に登記している業者は約4000社、恒常的に活

動している業者は約800社に過ぎな いとされる。これは、契約単位で課税される税制度と、

開発後の維持 ・管恕逃れのため、 開発ごとの会社の設立が一般的に行われているためであ

る。実際に、 1989年のl時点でT1 SCOの調査報告書にある 140件の開発者に述絡を試みたが、

I件も成功しなかった。これは、ショ y プハウスの開発現場に現場事務所を設けて官話を

引き、開発が終了するとそれを取り渡し電話も解約するという方法が取られるためである。

また、工事の発注の仕方は、税制度の影響と大規模工事の経験不足から、工種別(基礎、

錨体、仕上げ ・設備)の分割発注が多く、総合請負組織は一般的ではないといわれている。

しかし、全プロセスを自前で行った 2社の建設関連会社は、資本金500万パーツ、建築士、

技師を含む社員数50人を数える有限公司であり 、従来の建設会社が設計、設備部門を拡充

し、日本のゼネコンを小規模にした械な総合請負組織に成長しつつある事例となっている。
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第 3節 入居者の社会 ・経済的背景と行動

1988年Iこ都心地域としてチャイナタウン地区の 150戸、 1989年に郊外地域としてパンケン

-パンカピ 区の A 1、 A 2、 s1、 s2地区の150戸を選択し、ゾヨップハウスの戸主も

しくはその配偶者を対象に、聞き取り調査を行った。調査にあたっては、調査員が直接聞

き取りを行い、その場でアンケ ト用紙に記入した。

調査項目は、以下の通りである。

盟血益還

・階数

・1階用途

入居者の社会 ・経済的背景

.居住年数

-前住所 チャイナタウン地区/バンコク都心部/パンコク郊外部/パンコヲ以外

-人種 :中国系/タイ人/ その他

-月収 (Baht) : -30 00/ 300 1-5 000/ 50 0 1-1 0000/ 1 000 1-20000/20001-

ム星主2丘盈

・居住者数(家族/ その他)

・労働者数(家族/その他)

・通勤交通(戸主/その他)

-入居態様 :持家 ・地主/持家 ・借地/借家 ・借地/又貸し

・現住所の選択理由 .業務環境/周辺環境/廉価性/相続/ その他

・ショ yプハウスの選択理由・職住一致による利便性/交通の利便性/廉価性/相続/ そ

の他

全票の解答が得られなかった調査項目は、都心地域では、前住所(解答125標)、収入(

同 15標)であり、郊外地域では、前住所(同 96票)、現住所の選択理由(同 146~) 、ショ

yプハウスの選択理由(同148票)である。前住所と収入の有効解答数が少ない理由は、税

金等の経済的利害関係に抵触する項目であるためと恩われる。

-173-



①入居者の社会 ・経済的背景

昼主主主主

都心地援の入居者の居住年数は、平均が21.7年、最長が90.0年である。

郊外地峡の入居者の居住年数は、平均が7.5年、最長が30.0年であり、平均年数、最長年

数共に都心地I或よりも短い。

鼠正m.

都心地域の入居者の前住所は、チャイナタウン地区が93戸 (74.4%)、バンコク都心部

が24戸 (19.2%)、バンコク郊外部が2戸(1.6%)、パンコク以外が6戸 (4.8%)である。

郊外地成の入居者の前住所は、チャイナタウン地区が2戸 (2.1%)、パンコク都心部が

27戸 (28.1%)、パンコク郊外部が53戸 (55.2%)、パンコク以外が14戸 (14.6%) であ

る。

都心地域では同地域内の移動が多く、郊外地域からの流入は少ないが、郊外地域では都

心地域からの流入とバンコク以外の外縁部からの流入が見られる。

ムE

都心地域の入居者の人種は、中国系が85戸 (56.7%)、タイ系が63戸 (42.0%)、その

他が2戸(1.3%) である。

郊外地域の入居者の入植は、中国系が49戸 (32.7%)、タイ系が95戸 (63.3%)、その

他が6戸 (4.0%)である。

都心地I去の中国系コミュニティの中心のチャイナタウン地区よりも郊外地減の方が中国

系以外の人穏が多い。

且.!lZ.

都心地域の入居者の月収は、 lu{回答が135戸 (90.0%) と多いため厳密な分析はできない

が、回答のあった 15戸の内訳は、 3000パ ツ以下が1戸、 3001-5000パーツが5戸、 5001-

10000パ ツが5戸、 20001パーツ以上が4戸である。

郊外地域の入居者の月収は、無回答が27戸 (18.0%)、3000パーツ以下が5戸 (4.1%)、

3001-5000パーツが33戸 (26.8%)、 5001-10000パーツが38戸 (30.9%)、 10001-1500

0パーツが22戸(17.9%)、 15001-20000パ ツが9戸(7.3%)、20001パーツ以上jJ.16戸

(13.0%)であり、中流階層が多い。

松薗によると 1Sl ショ y プハウスへの入居率が高い職業は、商工業主 (80.0%)、商自

営業 (57.3%)、苦s市!i4E;!R(35.8%)等である。商工業主は、世帯収入 10000-15000パー

一174-

ツの中位階層、商自営業、剖1市維業は世帯収入5000-10000パーツの下位階層に含まれる。

商工業主は、中卒程度の教育しか受 けていないにもかかわ らず、個人収入は修士・ 学士

程度の高い教育を受けた上位|智庖の専門職や管理職と向等であ り、 1立待収入でも短大卒程

度の教育を受けた公務員やサラリ マンと同等である。

商自営業は、小卒程度の教育しか受けていないにもかかわらず、個人収入は短大卒程度

の教育を受けたサラリ マンと同等であり、世帯収入でも中卒程度の教育を受けた工場労

働者や商業 ・サー ビス業従業員と同等である。

いずれの職業に従事する入居者も、同一階層の他の職業に従事する者よりも教育程度は

低いが、高めの収入を得ていることがわかる。

都市雑業に従事する者はスラムに 24.3%が居住しており、ショ yプハウスに住み込みで

働く労働者が多いと考えられる。

②入居者の行動

E主主主主

都心地域の家族居住者数は、平均が6.3人、最大が40.0人であり、家族以外の居住者数は、

平均が1.0人、最大が20.0人である。

郊外地域の家族居住者数は、平均が5.1人、最大が15.0人であり、家族以外の居住者数は、

平均が1.0入、最大が20.0人であり、家族以外の居住者(大半が使用人)数は都心地域にほ

ぼ等しいが、家族居住者数は郊外地域の方が少ない。

主勉主主i

都心地域の家族労働者数は、平均が3.2人、最大が13.0人であり、家族以外の労働者数は、

平均が1.0人、最大が2o. 0人である。

郊外地域の家族労働者数は、平均が2.8入、最大が8.0人であり、家族以外の労働者数は、

平均がo.9入、最大が20.0人であり、家族以外の労働者数は都心地以にほぼ等しいが、家族

労働者数は郊外地域の方がやや少ない。

逗塾主逗

都心地域の入居者で自動車を保有している住戸は73戸 (48.7%)で、戸主が通勤してい

るのは9戸 (6.0%)、家族が通勤しているのは 65戸 (43.3%) である。

郊外地域の入居者で自動車を保有している住戸は 67戸 (44.7%) で、戸主が通勤してい

るのは22戸 (14.7%)、家族が通勤しているのは35戸 (23.3%)であり、自動車の保有率、
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家族の通効率は都心地l或の方が225く、戸主のiill効率は逆に郊外地i止の方が高い。

ム星塗盆

都心地域の入居者の入居態械は、持家・地主が56戸 (37.3%)、持家・借地が21戸(14 

0%)、借家 ・借地が71戸 (47.3%)、又貸しが2戸(1.3%)である。

郊外地域の入居者の入居態械は、持家 ・地主が36戸 (24.0%)、持家 ・借地がB戸 (53 

%)、借家 ・借地が104戸 (69.3%)、又貸しが2戸(1.3%)であり、都心地域よりも持家

の割合が少なくなっている。

TUNPH1BULWONGSによると 18J、チャイナタウン地区の8004戸のショップハウスの41.7%に

当たる 3337戸が4戸以上のショ yプハ ウスを所有する 194人の所有者に帰属するとしている。

13戸以上を所有する所有者は、 1196戸(全体の14.9%)を所有する王室財産管理局を筆頭

として、王室、王族、政府機関、仏教寺院、中国寺院等の公共団体が主であるとしている。

現件所の選択理由

都心地域の入居者がチャイナタウンを現住所とした選択理由は、業務環境が48戸 (32.0 

%)、周辺環境が40戸 (26.7%)、11ft価性が3戸 (2.0%)、相続が53戸 (35.3%)、その

他が1戸 (0.7 %)である。相続が多い事は居住年数が長い事と関係しており、業務環境と

共にコミュニティ ーを含めた周辺環境を重視した結果となっている。

郊外地峡の入居者が A 1、^2、 B 1、 B2地区を現住所とした選択理由は、業務環境

が94戸 (64.4%)、周辺環境が37戸 (25.3%)、11ft価性が10戸 (6.9%)、その他が5戸(

3.4%)であり、都心地域よりも業務環境を重視した結果となっている。これは、他地域か

ら流入 した比較的新しい入居者が業務環境を主限に現住所の選択を行った事を示している。

ショ yプハウスの選択開巾

都心地域の入居者がショップハウスを選択した理由は、戦住一致による利便性が48戸(

32.0% )、交通の利便性が40戸 (26.7%)、J1it価1生が3戸 (2.0%)、相続が49戸 (32.7%)

、その他がl戸 (0.7%)であ る。

郊外地I或の入居者がショ y プハウスを選択した理由は、職住一致による利便性が123戸(

83.1%)、交通の利便性が8戸 (5.4 %)、11ft価1生が12戸 (8.1%)、その他が5戸 (3.4%)

である。

都心地域では、ショップハウスの併用住宅としての長所である職住一致による利便性と

共lこ都市住宅としての長所である交通の利便性が評価されているが、郊外地域では、業務

運営に直接関係する職住一致による利便性が最も評価されている。
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ショップハウスに関連する現行の開発規制制度は、規定されている戸数を上回ると著し

く規制が強化される規模規定であるため、規定規模未満の開発を誘発する性格を持ってい

る。このため、開発を適用条件未満の規模に細分割し 、規制逃れをする例が多く見られる。

ショ y プハウス開発の20%を占めている9戸以下の開発行為は、延床面積が駐車場条例によ

り駐車場の設置が義務付けられる最低規模に満たず、 10敷地未満の開発のため土地分割委

員会に届け出る必要も無い。 また、間口4m、奥行 12m、階数4.5階の標準的な建築規模の

ショップハウスの場合には、建設戸数を9戸以下に分割して開発を行えば開発許可の審査期

聞が BMAよりも短い区役所に申請する事ができる。

開発行為に関連する問題点としては、建設中か ら建物後部の避難路への台所の増築等の

違反行為が見られる事が挙げられる。これは、政府職員がショップハウスの設計、開発許

可、建築確認といった一巡の開発行為に継続的に係わる事による問題点である。開発を行

う側と制御する側の役割分担を明確にする必要がある。

ショップハウスの開発者と開発数の関係は、建設関連会社、他の会社、個人の順に開発

数が多く、開発規模が大きい。各会社間では、組織規模が大きい有限公司 (CO.，LTD.)の

方が両合公司 (Ltd.Parl. )よりも開発規模が大きい。

建設関連会社の中には、開発用地を購入して自前で建設工事を行う総合請負組織が見ら

れるが、他の会社、個人は手持ちの土地の有効利用を目的としたものが多く、建設工事は

全て業者に外注される。

ゾヨップハウスにおける業務活動は家族経営的であり、家族の居住者数 5-6人の半数

が業務に従事し、家族以外の労働者の平均は I人で大半が同居している。

現住所の選択狸由は、業務環鏡、周辺環績等が主な理由であるが、都心地域の方が郊外

地域よりも周辺環境を重視している。この場合の周辺環境とは、居住年数が郊外地域より

も都心地媛の方が長く、持家 ・地主の割合も郊外地媛よりも都心地減の方が多い事を考慮

すると、居住環境というよりもコミュニティを含めた近隣環境を意味していると恩われる。

建築形態としてのゾヨップハウスの選択理由は、職住一致の利便性、交通の利便性等が

主な理由であるが、郊外地域では都心地域に比べて職住一致による利便性を重視している。

郊外地滋で業務環境が現住所の選択理由として重視されている事を考慮すると、職を生活

の中心として考えていると思われる。
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12) National 1I0using Authority (1980)， iPresent Standards and Prices on The 
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13) Thai lnvestment and Security Company (1978)， iProperty Development Study 

Vol. 2， ShophouseJ ， Appendix A 

1 4)古屋野正伍編著(1987)， i東南アジア都市化の研究J，アカデミア出版会，

P.212， P.216 

なお、末魔H目、安田崎編 (1987)， iタイの工業化-N A I Cへの挑戦J，アジア
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γ ョ y プハウスにl潟述する現行の開発規制制度は、規定されている戸数を上回ると著し

く規制が強化される規模規定であるため、規定規佼未満の開発を誘発する性絡を持ってい

る。このため、開発を適用条件未満の規模に細分割し、規制逃れをする例が多く見られる。

γョ y プハウス開発の 20%を占めている 9戸以下の開発行為は、延床面積が駐車場条例によ

り駐車場の設置が義務付けられる最低規模に満たず、 10敷地未満の開発のため土地分割委

員会に届け出る必裂もl!ffい。また、間口4m、奥行 12m、階数4.51惜の様司底的な建築規模の

Y ヨ yプハウスの場合には、建設戸数を9戸以下に分割して開発を行えば開発許可の審査期

間が sMAよりも短い区役所に申請する事ができる。

開発行為に関連する問題点としては、建設中から建物後部の避難路への台所の地築等の

違反行為が見られる取が挙げられる。これは、政府職員がショ y プハウスの設計、開発許

可、建築確認といった-:iiliの開発行為に継続的に係わる事による問題点である。開発を行

う{WIと制御する側の役割分担を l明確にする必要がある。

ショ y プハウスの開発者と開発数の関係は、建設関連会社、他の会社、個人のl頓に開発

数が多く、開発規模が大きい。各会社関では、組織規模が大きい有限公司 (CO.， L TD. )の

方が両合公司 (Ltd.Part. )よりも開発規模が大きい。

建設関連会社の中には、開発用地を購入して自前でU!A生工事を行う総合請負組織が見ら

れるが、他の会社、個人は手持ちの土地の有効利用を目的としたものが多く、建設工事は

全て業者に外注される。

Y ョップハウスにおける業務活動は家族経営的であり、家族の居住者数 5~6 人の半数

が業務に従事し、家族以外の労働者の平均は 1人で大半が同居している。

現住所の選択理由は、業務環境、周辺環場等が主な理由であるが、都心地域の方が郊外

地滋よりも周辺環境を重視している。 この場合の周辺環境とは、居住年数が郊外地域より

も都心地減の方が長く、持家 ・地主の割合も郊外地域よりも都心地域の方が多い事を考慮

すると、居住環境というよりもコミュニティを含めた近隣環境を意味していると恩われる。

建築形態としてのショ yプハウスの選択理由は、職住一致の利便性、交通の利便性等が

主な理由であるが、郊外地域では都心地域に比べて職住一致による利便性を重視している。

郊外地域で業務環境が現住所の選択理由として重視されている事を考慮すると、織を生活

の中心として考えていると恩われる。
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pp.212， pp.216 
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経済研究所， pp. 83によると、 「有限公司 (CO.， L TD. )とは日本でいう株式会社では

なく、株式非公開の会社 (PrivaleLimi led Company) を指すJ と している。

15) Thai Investment and Securily Company (1978) ， rProperty Development Sludy 

Vol. 2， ShophouseJ ， Append i x A 
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第 5次経済社会1)日発計画 (1981-1986年)では、経済活動のパンコクへの過度の集中が

「バランスを欠いた都市化Jとして捉えられ、経済発展の利誌を適正に分配し地域悶格差

を是正する目的で、東部臨海地域を含む 5筒形「の特定地域と 10筒所の地方開発拠点都市が

設定された。

第 6次経済社会開発計画 (1987-1991年)は、第 5次計画を継続した特定地域と 25箇所

に地やされた地方開発拠点都市の育成を図ると共に、第 5次計画では消極的に抜われてい

たパンコク首都圏の開発 ・整備に関して言及している。

その骨子は、

・都市交通対策

.住宅地整備

・都市排水 -上下水道を初めとする公共 ・公益施設の整備

の3分野に必要な施策を行うというものである。

政府はパンコクの古11市交通対策として、

-高架式軌道系大量輸送機関の導入

-環状線やノミイパスのlli設

-交差点の立体化

.幹線道路の拡幅

等の処置を講じているが、工業化の途上にあるタイの社会経済開発政策は基幹産業の育成

を主眼としており、パンコクの市街地整備に関しては十分な人材・財源の役人は困難な状

況にある。このため、 「事業'/;'l周は中央政府の負担を極力拘lさえて、独立採算的な利用者

負担原則や民間セクタ ーの資金を活用する」事を前提としている。

以上を踏まえ、本草ではショップハウスを含む民間住宅地開発を上記の都市問題の軽減

並びに市街地整備に寄与させるための方策を検討する。

最初に人口の分布と道路の整備状況の分析によりパンコクの交通渋滞が引き起こされる

原因を明らかにし、次にパンコクの都市主基本計画がこれまでどの織な都市の将来像を箔き、

交通渋滞を解消しようと計画して来たかを概観し、そこからショ yプハウスがパンコクの

市街地形成において担うべき役割を導き出し、最後に中心市街地と郊外市街地における市

街地構成と開発事例の分析により、ショ y フ.ハウスを用いた市街地整備手法の提言を行い、

その適用条件を検討する。
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第 l節 バンコクの交通渋滞の原因

①人口の分布状況

ム且盆ZE

センサスによると U 、1960年から 1970年にパンコク総人口は 94万901人地加し、 307万73

36人となった。 この間の人口増加率は 44.0%で、年平均地加率は3.7%となる。

エリア別の地加率をみると、インナ ーエリ 728.8%、ミドルヱリ 793.0%、アウタ ーエ

リ724.6%と、 ミドルエリアにおける地1J日が最も急激である。地加人口の分布は、インナ

ーエリ 747.2%、ミドルエリ 750.6%、アウタ エリ 72.2%と、インナ エリアとミドル

エリアでほぼ等しく受けとめている。

増加入口の多いケットは、ミドルエ 1)7東岸地域のプラカノン〈全増加人口の 22.5%)、

パンケン(同 9.8%)、インナ ーエリア東岸新地域のヤナワ ー (同9.5%)、インナーエリ

7西岸新地I或のパンコクノイ(同8.7%)等である。インナ ーエリアの内、東岸旧地域のプ

ラナコン、ポンプラ y プ、サンパンタウォン、パンラ y 夕、パトゥムワン、東岸新地域の

ドゥシ y トの 6ケ y トでは人口の減少が見られる。

1970年から 1980年に人口は 161万9735人地加し、 469万7071人となった。この聞の人口的

加率は 52.6%で、年平均i由加率は4.3%となり、 1960年から 1970年の増加率を上回っている。

エリア別の~加率をみると、インナ ー エリア 47.3%、ミドルエリア 65.9%、アウタ エ

リ729.0%と、ミドルエリアにおける附加が最も急激であるがその度合は減少し、むしろ

インナ エリアでのi的加率が上昇している。増加入口の分布は、インナ エリ 757.9%、

ミドノレエリ 740.2%、7ウタ エリ 71.9%と、インナ ーエリアとミドルエリアに大半が集

中しているが、ここでもインナ エリアにおける構成比の上昇がみられる。

増加人口の多いケ y トは、 ミドノレエリア東岸地域のパンケン(全地加人口の10.5%)、

パンカピ (9.2%)、インナ ーエリア西岸新地域のパンコクノイ(同9.6%)、インナ

エリア東岸新地i或のドゥシ y ト (9.2%)、パヤタイ (8.0%) 等である。 インナ エリア

での人口の増加という逆ド ーナツ化現象は、郊外東部で起きた洪水も直俊の契機となって

いる。

1974年以降にはミドルエリ 7東岸地域で宅地分譲地が減少し、代わりにパンカピーを中

心に建売住宅地が急激にi曽加している。ここから、 1970年から 1980年にかけてのミドルエ

リ7東岸地域における地加人口の多くは、これらの建売住宅地に居住したと考えられる。
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ム旦泣韮

1986年度の住民台帳ベ ースの資料により れ、パンコク市内の人口の分布と人口密度を検

討する。

1986年の住民台帳に記載されているバンコクの総人口は546万8905人である。人口のエリ

ア別の分布は、インナ ーエリ 753.0%、ミドルエリ 743.5%、アウタ ーエリア 3.5%となり、

インナーエリアとミドルエリアに大半が集中している。

人口が20万人以上のケットは、プラカノン62万9386人、 ドゥシ y ト56万2990人、パンケ

ン54万8078人、ヤナワ 41万5703人、パンカピー40万9785人、パヤタイ 35万9604人、パン

コクノイ 29万4938人、 トンプリ 27万U76人、パンクンティアン 26万5453人、ファイクゥア

ン25万5774人、パシチャロエン 22)}8202人の10ケ y トである。 この内、人口が30万人以上

のケットはすべてインナーエリア東岸新地域とミドルヱリ 7東岸地域に含まれている。

ム旦盃s

人口密度として 1986年の住民台帳に記載されている人口を、総面積から空地、農業用地、

河川 ・運河、その他を引いた都市的土地利用面積で除したセミグロス人口密度を使用する

と、バンコク全体の人口密度は 162.5 (人/ ha) となる。各エリアごとのセミグロス人口密

度は、インナ ーエリ 7257.0(人/ha)、ミドルエリ 7129.9(人/ha) 、アウタ ーエリ 7

46. 9 (人/ha) と、都心から離れるほど低い他となる。各エリア内では、インナ エリア

内は東岸旧地i或が235.8(人/ha)、東岸新地域が234.7 (人/ ha) 、西洋|白地域が340.1 ( 

人/ha)、西岸新地I止が332.3 (人/ha) と、西岸の方が東岸よりも高い他となっている。

これはインナ エリア内では東岸地域に政府施設、教育施設、宗教施設、公共 ・公益施設

が集中しているため、見かけの人口密度が低くなるためである。

ミドルエリア内においては、東岸地峡が132.5 (人/ha)、西岸地域が125.2 (人/ha) と、

東岸の方が西岸よりも若干高い値となっている。

人口密度が200(人/ha)以上のケットは、ポンプラ yプ498.3(人/ha) 、サンパンタ

ウォン458.1 (人/ha)、クロンサン 335.2(人/ha)、トンプリ 372.5(人/ha)、バンコ

クノイ 332.3(人/ ha) 、プラナコ ーン229.8(人/ha)、ドゥシ yト297.1 (人/ha)、パ

ヤタイ 217.0(人/ha)、ファイクゥアン221.4(人/ha)、パンコクヤイ 282.7 (人/ha)

の10ケ y トで、すべてインナ エリアに含まれている。特に、ポンプラ y プ、サンパンタ

ウォンは高密居住を可能とする y ョ y プハウスの多いチャイナタウン地区を含んでいる。
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以上をまとめると、

・1960-1970年の間の人口変動は、 ミドルエリアにおける地加が最も急激であるが、地'加

入口はインナ ーエリアとミドルエリアでほぼ等しく 受 けとめている。 ただし、インナ ー

エリアにおける人口増加は、郊外東部で起きた洪水が直後の契機とな った逆ド ーナツ化

現象である。

• 1970-1980年の問の人口変動は、やはりミドルエリアにおける増加が綾も急激であるが

1960-1970年に比べるとその度合は低下しており、むしろインナ ーエリ 7で地加率が上

昇している。 インナ ーエリアでは、地加入口の分布構成比の上昇も見られる。これは、

交通事情の主主化に伴い、高所得者層が都心のタウンハウス、コンドミニアムに移り住ん

だためであると恩われる。

• 1986年の人口分布は、インナ エリアとミドルエリアにほぼ等しく分布している。人口

が30万人以上のケ yトはすべてインナ ーエリア東岸新地域とミドルエリア東岸地域に含

まれている。 これらの地域は 1970年から 1980年の問の人口増加が多く、特にミドルエリ

ア東岸地峡は計図的団地開発が住宅地の過半を占める地域である。

. 1986年のセミグロス人口密度は、都心から離れるほど低い値となっており、インナーエ

リアはミドルエリ 7の約 2i告の人口密度となっている。人口密度が200(人/ha)以上の

10ケ yトは、すべてインナ ーエリアに含まれている。

となる。

ここでインナ ーエリアとミドルエリアのセミグロス人口密度を検討すると 、各エリア内

の相違よりもエリア聞の相違が顕著である。人口密度が高い インナ ーエリアは住宅地類型

においてショ yプハウスが多いエリアでもあり、高人口密度を高戸数密度の住宅地類型が

支えている。 また、ミドルエリアの人口密度はインナ ーエリアの約半分であり 、 7ウター

エリアの約 3倍である。 ミドルエリアにおける主要な住宅地類型は計画的団地開発を多く

含む一戸建て住宅地であり、住人は都心へ通勤している伊lが多い。 7ウタ エリアにおけ

る主要な住宅地類型はクロンハウスを主とする段村型の個別住宅地であるため都心への通

勤はミドルエリアに比べて少ないと考えられる。つまり、パンコクの人口変動は、ストッ

ク、フロ ー共にインナ ーエリアとミドルエリアに集中しているが、特に、インナーエリア

新地i或とミドルエリア東岸地域の一戸建て住宅地における人口の増加が、都心への通勤交

通の増加に関:illしていると考えられる。
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②道路の整備状況

道路面積(表結 1 ) 

1986年の BMA全体の道路面積は 3842.7haであり U 、これを総面積で除した道路面積率

は2.4%を占めるに過 ぎない。中環状道路であるラチャダピセッ道路内田IJの既成市街地でも

4.0%と、東京23区の13.6%やロンドンの16.6%、パリの20.0%と比べで極めて低い値に留

まっている.:1i 0 

エリア別の分布面積は、インナ ーエリ 71164.4ha(道路総面積の 30.3%)、ミドルエリ

72329. 2ha (同60.6 %) 、アウタ ーエリ 7349.2ha (同9.1%) と、人口の分布と問機に、

イ ンナーエリアとミドルエリ 7に大半が集中している。

エリ 7別の道路面積率は、インナ エリア7.0%、ミドルエリ 72.7%、 7ウタ ーエリ 7

0.7%となり、分布面積とは逆にインナ ーエリ 7の方がミドルエリアよりも高い値となって

いる。各エリア内では、インナ エリア内は東岸旧地i或が14.8%、東岸新地域が5.9%、西

岸旧地域が7.3%、西岸新地域が3.9%と、旧地場が新地核よりも高く、東岸の方が西岸よ

りも高い値となっている。ミドルエリア内においても、東岸地域が3.5%、西岸地域が1.7

%と 、やはり東岸の方が西岸よりも高い値となっている。住宅地類型にショ y プハウスの

比率の高い地域では道路率が高く、道路網が比較的整備されている。

道路面積が総面積の 10%を越えるケッ トは、プラナコーン、ポンプラ yプ、パンラ yヲ、

パトゥ ムワンの 4ケットで、すべてインナーエリ 7東岸旧地域に含まれており、宅地面積

の50%以上がショップハウスであるケ yトである。

表結ー 1 道路面積分布表

脳的 ha 組面調 防衛納商稽 市街化率 |道 路面糟 惜路面稽率

東旧 4499.8 2056.1 45.7% 466.7 10.4X 
東新 7701.7 6790.7 88.2X 456.5 5.9t 

西丙新旧
2085.7 1542.3 73.9t 151. 4 7.3% 
2330.4 887.6 38.192 Z 89.7 3.9t 

f'，十ー工リ7言+ 16617.6 11276.7 67. 1164.4 7.0% 

東両岸信
46215.2 11981.4 25.9t 1639.4 3.5% 
4日595.8 6330.7 15.6% 689.7 1.7% 

ト'!Hリ7言十 86811.0 18312.1 21.1X 2329.2 2.7% 

同ヲー工江A主言十土 53445.1 4071.0 7.6% 349.2 0.7% 
BM 156873.7 33659.9 21.5 3842.7 2.4% 
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1986年の BMA全体の道路総延長は 2800.3Kmであり、その内訳は幹線道路と補助幹線道
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路を加えた主要道路が930.1Km(33.2%)、細街路が1870.2Km(66.8%) となっている 5'0

7518.9Km (同50.8%)、アウタ ーエリ 7350.5Km(同12.5%)と、道路面積の分布に類似

した構成となっているが、ミドルエリアでの構成比が若干低くなり、その分、インナーエ

リアとアウタ ーエリ 7での構成比が高くなっている。これは、ミドルエリアにおける道路

ているが、アウタ ーエリアでは都市聞を結ぶ主要道路の割合が高い道路構成となっている。

比率が44.2%と高い事が注目される。これは、同地域の市街地が広幅員で高密度の区画街

路網により細分化されている事を反映したものである。また、ミドルエリア東岸地域では、

各エリ 7内での道路構成の特徴は、インナーエリア東岸l日地域における主要道路の延長

エリアは主要道路60.8%、アクセス道路39.2%となっている。住宅市街化が進行している

インナ ーエリアとミドルエリアでは住宅地内のアクセス道路の割合が高い道路構成となっ

エリア別の道路延長は、インナ ーエリ 71027.9Km(道路総延長の36.7%)、ミドルエリ

の平均幅員が{也のエリアよりも広い事を示している。

エリ 7))IJに道路の性格別の道路延長構成をみると、インナ ーエリ 7は主要道路30.2%、

アクセス道路69.8%、ミドルエリアは主要道路28.6%、、アクセス道路71.4%、アウタ ー
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主要道路の害IJ合が23.0%と低く、アクセス道路の比率が77.0%と高くなっている。これは、

同地域の住宅地開発が住宅地へのアクセス道路を幹線道路から直接取る「ぶら下がり開発」

準監盟主豊

ら10Km圏内の高速道路の延長と中環状線の完成に置かれており 、その外部における住宅地

ずに直接、幹線道路に始点を設けている。この時期の政府による道路整備の主眼は都心か

開発における道路網の楚備には手が回らない状況にあった。その結果、幹線道路からアク

セス道路であるソイ(小路:私道と公道がある)へと至る道路網の不ットワ ークが確立さ

郊外地域における住宅地開発が磁んであった 1973年から 1982年の道路網形態の変化をみ

セス道路である区画街路の増加が著しい。これらの区画街路の大半は補助幹線道路を介さ

ると(図結ー 1)、都心から 10-20Km圏のミドルエリ 7東岸地域における住宅地内のアク

の形で進行したため、補助幹線道路網が形成されなかった事を反映したものである。

dう• ・・・・・
・1

-' 

れないままに住宅地開発が急速に進行し、道路面積の量的不足のみならず、道路網の形状

や接続の形態等の質的な側面でも貧弱な状態にある。

ー188-



学

制

珊

Q
E串
岨
曲

酬
明

Q
社
N
国

四

H
A
W
a
n
h
哨

貼

附

円

ト

目

H

悼
岨
附
噂
圏
凶

柑
抽
酬
明
圃
畢
盆

露

軍

岨
抽
酬
明
届
揖
&

舘
制
緩
傘
附
州

dう

"- '¥ 
~ 

ー唱

l道

" 0 

i似

エ

i路

， 
》、

、る

、る。

E長

1街

7は、

1 ，ま、

月発J

をみ

Fク

干さ

〉か

在地

7ク

iLd 

彰状



道路網整備の遅れは都市施設整備の遅れをも誘発し、住宅用地Iha当りの公共・公益施設

面積はインナ ーエリアが358m'、ミドルエリアが185m'、アウタ エリアが137ばでありハ、

ミドルエリア、アウタ ーエリアにおける設世の遅れが目立つ。この結果、都心への交通の

集中が一層激化する結果となっている。 1986年のJI CAの調査7，によると、 一 日のトリ yプ

目的の構成は、通勤・通学が26.8%、業務が16.5%、J.1物・娯楽が15.6%、帰宅が41.1%

となっており、自宅と職場開の交通が大半を占めている。また、通勤目的の内の約16%は

子供を学校に送り、その後職上品に向かうトリップとなっているが、これは名門絞が都心に

集中しているためと考えられる。

これまでの検討より、バンコクの交通渋滞の原因は都心か ら10-20Km図のミドルエリア

における住宅地開発により郊外人口が埼加し、その都心へのiilliiiJ・通学のための交通量の

増加に道路網整備が対応しきれなかった事によるものと考えられる。

サパーパン ・マイ(新郊外周)と呼ばれる彼らの生活織式は、 一般に家族が小規伎で、

公共機関や民間企業に専門 ・技術職として勤務しているため家計収支が高額で安定してお

り、耐久消費財の所有率が高く、都市的生活様式の特徴を備えている。彼らは公共輸送機

関(路線パス)に頼 らずに、自動車により行動する。

1986年現在、バンコクには全国の51%にあたる 79万台の自動車と、同じく 30%にあたる

59万台の二輪車が存在しており、 1981年から 1986年までの 5年!lJ]の自動車の年平均J('J!J日'f3

は12%、二輪車は 21%の割合で地加している包』。また、自動車の中でも乗用車の 75%以上

がバンコクに集中しているが、これはタイでは乗用車が非常に高価であるため、自家用車

の所有は高級役人、経営管恕者、商庖経営者、教師をはじめとする月収 2-3万パーツの

中間階級及び官庁公用車、民間社用車に限られているためである 9)0

この様な自動車や二輪車の増加状況に対して、道路面積率は日本や欧米の諸都市と比べ

極めて低い値に留まっている。また、幹線道路からアクセス道路であるソイへと至る道路

網の不 y トワ ークがE在立されないままに住宅地開発が急速に進行したため、道路面積の量

的不足のみならず、道路網の形状や後続の形態等の質的な側面でも貧弱な状態にある。

自動車及び二輪車の地加に道路網整備が追い付かない結果、バンコク首都圏周辺部では

年率約6-8%の割合で交通illが増加しており、 1986年の JICAの調査10J によると、朝夕のピ

ク時において首都圏内の主姿な交差点の約31%が飽和状態に達しているとされる。政府

は高架式軌道系大:!it輸送機関の導入を決めたが、自家用車の所有者層が簡単に自動車の利

便性を手放すとは考えられず、交通渋滞の緩和に|期する効果には不確定安紫が多い。
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第 2節 バンコクにお ける都市基本計画の変遷

タイにおける郡市計画の法制度は歴史が浅く、 1952年に旧都市計画法が制定された事に

始まり、その後 1975年に同法が全面改正されて現在に至っている。

新法では、問または地方公共団体 (MUNICIPAL1TY)が各々の都市について都市計画を策

定すべき事とされ、その内容は総合計画 (GENERALPLAN) と特定計画 (SPECIFICPLAN) に

分かれている。

総合計画は、都市全体の授備、開発の方針、土地利用計画及び道路等の公共施設の整備

計画を示す指針としての機能を持っと共に、具体的な土地利用の規制力も持っている。

特定計画は総合計画を去 けて、務備、開発叉は保全する必要がある都市の一部地域を対

象にして、必要な規制、事業の実施のための計画を定めるものであり、土地利用、建築等

に関するより詐純lで土地収用までを含んだ具体的制限を示している。

本節では、パンコクの主要な 3つの都市基本計画の内容を検討し、バンコクの市街地整

備における目標を把援する。

①大パンコヲ計阿 1990(図結 2) 1い

パンコクにおける最初の郎市越本計画である大パンコク計画 1990は、アメリカのコンサ

ルタント会社のリ y チフィ ルド社により策定され、 1960年に公表された。リッテフィ ー

ノレド計画と呼ばれる本都市基本計画は、計画対象面積は460Km2と当時の都市的土地利用面

積の約 6倍、 Hiiffi人口は450万人と当時の人口の約2.5倍を設定している。 r大バンコク闘

の成長を抑制し、他の地方都市の育成を奨励する」という社会経済開発計画の基本方針に

従い、政府が計画の履行に介入する予定であった。

市街地開発の骨子は、 6本の放射状の地域間高速道路を建設し、その沿線に各種施設を

配置し、主要道路聞はオ ープンスペ ースを主体とし居住環境を保全するという 7 インガ

状の土地利用計画案であった。 1952年の都市農村計画法には土地利用に関する規制lが無か

ったため、道路計画が市街地開発を誘導するための主要な要素であ った。

チャイナタウン地区とその南東に隣接する中心商業地峡の{也に、十分な駐車施設を整備

した自立裂の 16箇所のサプセンタ が計画されている。その内の 4箇所は既存の商業地の

拡張計画であり、 12箇所は新規開発である。これらのサプセンタ ーの多くは、都心から 5-

10Km圏の 6本の放射状高速道路上に立地している。
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リッチフィ ールドプランは、バンコク初の都市基本計1'1TIであり、その将来像を描いた uI 

画であったが、 主に政治的理由により正式に履行されるーI~ はなく、また計画の予測よりも

民間開発による現実の都市成長が急速に進行したため、 1970年代に人り見直しが行われた。

②大パンコク計画第 1次改訂案(図結 -3) 12， 

1972年に都市地方計画局 (Department01 Town and Country P1anning) により、リ y チ

フィ ルドプランの改訂が行われた。一般に、第 l次改訂案と呼ばれるこの都市基本計聞

は、計画対象面積は730Km2、計画人口は650万人を設定していた。この改訂はまた、国土Ilfl

発における地方分散政策の失敗にも起因するものであった。

リッチフィ ールドプランとの市街地開発の骨子の主な相i主点は、土地取ITI計画がフィン

ガ 状から 10本の放射状道路と 3本の環状道路により構成され る放射同心円状に変更され

た事である。この道路椛成は、放射状道路の交通置を減少させると共に、都心を横切る通

過交通を避ける計画意図を持っていた。

商業地計画では、チャイナタウン地区とその東、南東及びトンブリ岸の南西に隣接する

リ yチフィ ーノレドプランよりも広い範囲を中心商業地i或とし、娯楽施設や駐車胞設を整備

した自立型の 19箇所のサプセンタ が計画されている。その内の 12箇所は既存の商業地の

拡張計画であり、 7箇目Iiは新規開発である。これらのサプセンターの多くは都心から 5-10

Km圏内の幹線道路沿線に立地している。

第 1次改訂案は、よりパンコクの現状に即した形でリ yチフィ ールドプランの見直しを

行った結果であったといえる。都市の将来像はチャオプラヤ川のパンコク岸に重点を置き

ながら、都心の高密地域から郊外の中 ・低密地域へと距離に従 って密度分布を計画されて

いる。

③大パンコク総合計画2001(図結 4 ) 13) 

1975年の都市計画法の施行により土地利用の制御が拘束力を持ち始め、大バンコク計画

第 1次改訂案が1990年に計画年度となる事を見越して、都市計画局は大パンコク総合計画

2001を策定し、現在その施行が検討されている。

計画対象地域はバンコク大都市圏及びノンタブリ、サム y トプラカンに分割されており、

計画対象面積は 1100Km2、計画人口は950万人に設定されている。

市街地開発の骨子は、基本的に第 1次改訂案の放射環状道路網を継承しているが、北及
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び南東方向にグリ y トバターンによる低密度住居地域帯が付加されている。

商業地計画では、中心商業地域が第 I次改訂案よりも狭い地域に制限され、 3種類、 29

箇所のサプセンタ が計画されている。その内訳は、最もヒエラノレキ ーの高い第 1種サプ

センタ が16箇所、第 2極サブセンタ ーが11箇所、第 3fffiサブセンタ ーが2箇所である。こ

れらのすべてのサプセンタ ーが既存の商業地の拡張計画であり、都心から 5-1 0 Km圏内の幹

線道路沿線に立地している。

3つの都市基本計画に共通する点は、

-幹線道路網の整備による土地利用のコントロ ール

-サプセンタ の育成による都市機能の都心への一極集中の緩和

幹線道路網の形態は、大バンコク計画1990の放射状から第 l次改訂案、大バンコク総合

の 2点である。

計画2001では環状線が加えられ、放射環状に変化した。これはより現状に即した形で道路

サブセンタ の計画地数は、大パンコク計画1990が16箇所、第 l次改訂案が19箇所、大

パンコク総合計画2001が29箇所と順次増加しているが、その計画地は 3つの都市基本計画

毎に若干異なり、大バンコク計画1990と第 l次改訂案に共通するサプセンタ は 6箇所、

網繋備を行う姿勢を示している。
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本計画に共通するサブセンタ ーは8箇所のみであり、そのすべてが既存の商業地の拡張計

画となっている。
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官子は幹線道路計画と都市施設配置を含む土地利用計画であるが、法的な拘束力を持たな

1975年の都市計画法の改訂により、都市2基本計画の法的な背最が!整備されたが、特に土

かったために厳密な適用は行われては来なかった。

地利用に関する様々な利害関係の調整が困難なため、 1991年3月現在まで都市基本計画は正

式には施行されておらず、政府による幹線道路建設の一部に適用される程度の効力しか持

っていない。このため、現時点における開発行為に対する規制は、主に開発許可審査の形

ー194-

で実施されている。



『
機
械
G
W
U
N
崎
回

e
Eお
怪
蝿
'
Z刷
用
』

H
H
司
萄

Z
D
N
阻
↑
向
。
議
hm
n

入
ミ

《

マ

1
按
図

-・圃圃t

的

1
按
図

M
胃
h
M
割
問

M
M
H
M
駄
圏
お
も

n
入
ミ
υ帆

ロ
曲
目
【
厨
お

も

n
入
て
K

E
P
z
bs

・・
聞
と

E
oc-
-
-

〉

-
5闘
川
園

:
FE
S--

2
?
?
、F0
・2
5
L
一円
岡

崎一

Fez-ztE
S
G
EO--
-
-

帽一-cω。一例AWE
E--E

も
，
即
日

Eω0
9。。
-E
・・・・

2
E
S
s
e
E
C
ω
O
Z
J
 
.
.
 

E類、 29

穫 サ プ

ある。 こ

圏内の幹

6箇所、

第 I次

の都市基

の拡張計

の計闘的

コク計画

本計画の

笥所、大

基本計画

コク総合

f;で道路

。
csc-
pa司〉‘
a
E
r
r
-
O
J

E
E
sa
u
-
-

2
-
弓

E
ZE
-
-

一
停

eb--、

ta--

Bo
s
s
--

?・
ω「

E
.
.
 

2tsu
--

E
E
Z
E
E
-
a
s
o
zo-z

・・

き

F
T
S
E
-5
2

E
s
-
-

。一-
C4
亡

-Y
位

、r
t
m
，L

⑥口
言。-

N

ー
挺
図

を持たな

、特に土

主計画は正

力しか持

審査の形



第 3節 ショ y プハウスを用いた市街地整備手法の鑓言

バンコクの交通渋滞の原因は、都心から 10-20Km図における住宅地開発により安s外人口

が増加し、その都心への通勤・通学のための交通量の増加に道路網整備が対応しきれなか

った事によるものと考えられる。パンコクのこれまでの都市基本計画は、道路網整備と共

にサブセンタ を育成する事により都市機能の都心への一極集中を緩和し、中心市街地の

交通渋滞等の都市問題に対応する意図の基に作成されて来た。 しかし、 1991年3月現在まで

都市基本計画は正式に履行されておらず、現時点における開発行為に対する規制は、主に

開発許可審査の形で実施されている。このため、現実には中心市街地における再開発によ

り建設される大規模なオフィスピル、デパート、ホテル等が都心への都市機能の一層の集

中を引き起こし、交通渋滞をさらに悪化させている。

タイ経済の発展に伴い、パンコクにおいても職住分離の傾向は強まると予想されるが、

土地の私有権の強いタイにおいては、第 I章第 3節②のロンドンやシンガポ ールの事例に

見られる公共主導型の再開発は困難であり、また、 γ ョップハウス開発自体の以下の械な

利点により今後も安定した開発形態として存続していくと恩われる。

・パンコクの住宅スト y夕、フローの各々約30%を占めており、高密度居住地として確立

されている。

-構法の単純化、仕上げの簡素化により建設期聞が短く、資本の回転率が高い。零細資本

による投資が可能である。

・大規模な商業施設であるデパー トやショ y ピングセンタ ーよりも小廻りがきき、市街化

のレベル lこ対応した開発が可能である。

-建物用途の変更が容易であり、住宅地の住民の要求にフレキシブルに対応する事が可能

である。

パンコクでは全面買収方式以外の都市開発制度が導入されていないため、市街地盤備費

用は全額政府の負担となっている。しかし面的な市街地整備を行うためには、第 6次経済

社会開発計画に述べられているように、 「事業費用は中央政府の負担を極力押さえて、独

立採算的な利用者負担原則や民間セクタ の資金を活用する」方策を考案する必要がある。

そのような方策のーっとして、 Y ヨ y プハウスを含む民間住宅地開発を適切に規制・誘導

する事により市街地整備を進めていく事が考えられる。
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中心市街地のチャイナタウン地区のショップハウスは、街区の外側では併用住宅として

使用され、内田'1では純住宅として使用される事が多い。その建物規模は、幹線道路沿線に

立地する住戸ほど閉口、奥行、階数が大きく 、閉口 と奥行が共に現行の法規未満の不良ス

トy クは細街路沿線に多く立地している。不良ストックには老朽化した木造小屋組みの住

戸が多く、都市防災上の観点から改善型の市街地整備手法を検討する必要がある。

チュラロン コン大学術内の配鐙は、商業地区が大学の周囲を取り囲み、商業地区内部で

はショ γ プハウスが映函館や市場を取り囲む二重の囲い型構造となっている。現在、ショ

y プハ ウスをショッピングセンタ ーやオフィス、ホテル等lこ建替える機能の純化を{半う再

開発が進められているが、都市基本計画との整合性の観点からは、職住近接の市街地を維

持するために集合住宅化等による囲い型構造の再構成による再開発手法を検討する必要が

ある。

バンコク郊外における幹線道路から奥に住宅地がスプロ ル状に速担して形成された市

街地では、幹線道路聞を結ぶ補助幹線道路網が整備されないため、結果として幹線道路か

ら離れた土地の市街化を遅らせ土地利用効率を低下させている 14，。市街化が完了した後に

補助幹線道路網の整備を行う事は難しく、市街化の進行に合わせて整備を行う必要がある。

パンケン ・パン カピ一地域では、幹線道路である パホニ ヨティン通りから東に 2.5Km、 ラ

Y プラオ通りから北に4.OKm内陸の82地区に 100ha 以上の大規模な建売住宅地が開発された

事に伴い、 82地区への 7クセス道路であるソイチョクチャイ 4が拡幅され、そのj沿線にシ

ョップハウスが開発され、地区内幹線道路として整備された。 この事例は、民間業者によ

るショ y プハウス開発や建売住宅地開発を適切に規制 ・誘導する事により、郊外地域で不

足している補助幹線道路を整備していく可能性を示唆している。

近年のソイ導入型開発や旗竿型開発は、市街化の初期の段階で開発用地内 に私道である

ソイを建設する事により開発を開発用地内部にまで引き込み、従来言われてきた道路沿線

のショ yプハウス開発による後背地の開発の鈍化という問題を解消するものである。しか

し、袋小路のソイの長さが数百メ ー トルに達する開発も見られ、緊急時の避難路の確保や

周辺に開発される住宅地との聞の道路網形成に支障をきたす恐れがある。

この様に、郊外市街地において道路網形成を伴う良好な市街地形成を誘導するためには、

Y ヨップハウスの開発制御方法が重要な位置を占めているといえる。

以上を踏まえ本節では、バンコクの中心市街地と郊外市街地における市街地整備にショ

yプハ ウスを寄与させるための手法とその適用条件の検討を行う 。
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①中心市街地

パン コクの都市基本計画にあるような都市構造の多極化を実現するためには、郊外地域

のサブセンタ ーの育成を促進すると共に都市機能の都心への一極集中を防ぐ必要がある。

中心市街地の老朽化したショップハウスの大規模建築への建替えは、都心の都市機能を強

化し、新たな就業者人口の増加に伴う通勤交通の地加を招く事になる。 このため、中心市

街地の再開発においては、既存のコミュニティ ーを保全するためにも〉住宅床を維持しな

がら市街地整備を進める必要がある。

チャイナタウン地区

チャイナタウン地区(図 3ー2参照〉の市街地の整備課題は、細街路沿線の住戸と幹線

道路沿線の住戸で異なる。

細街路沿線の住戸の整備課題は以下に整理される。

・築後50年以上を経たショ y プハウスが多く、老朽化による壁面のクラ ックや木造造作の

劣化等の障害が観察される。

・老朽家屋に多いレンガと木の混構造は、火災に対して危険である。 また、周囲をショッ

プハウスで固まれた闘い型街区の中央部分に木造家屋が密集している場合には、防災上

の問題点となっている。

-ショ y プハウスの建て詰まりにより空地がほとんど無く、採光・通風の面で居住環境が

劣悪である。

-ショ yプハウスが建て詰まっており現状のままでの建替えは困難であるにもかかわらず、

各戸毎に地権者が異なるために共同化による建替えの合意が取りにくい。

・道路の幅員が狭い上に曲がりくねっており、防災上の問題点とな っている。

1990年4月のサンベンレ ーン における火災は、 これらの問題点を現実化するものであ った。

防災上の問題点を改善するためには、建設条例により二方向避難を達成するために建物背

後に設置が義務付けられている幅員2.0mの避難路の整備が綾も有効である。敷地分割規制l

によるショップハウスの敷地の奥行は最低14.0m以上であり、 2.0m隔の避難路を設けると

建物の奥行は 12.0mとなる。細街路沿線の住戸で合法的に建物背後に避難路を設置する事

が可能な現状の建物の奥行が14.0m以上の住戸は6.0%に過ぎない。避難路を設置した後の
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住戸の建物の奥行を段低10.0mとすると改善可能な住戸は 14.2%となり、 8.0mとすると改

善可能な住戸は40.7%となる。高密市街地に立地する間口奥行比が高いショ y プハウスは、

必ずしも良好な居住条件にあるとは言い難い。従って、チャイナタウン地区の細街路沿線

に立地するショップハウスで特に防災上の問題が見られる特定地区では規制の緩和を行い、

建物の奥行を愚低8.0mとして建物背後に2.0mの避難路を設け(敷地の奥行は10.Om) 、

奥行方向に 2部屋を配置して、建設条例による最低居室規模の 9.0 n1'を確保する改善策が重量

も可能性が高いと思われる。部屋数の確保は、階数を大きくする事により対処する。

幹線道路沿線の住戸に関しては、バンコクでも有数の高地価地区である中心商業地であ

るため、商業・業務施設への建替えの圧力が強い。

チャイナタウン地区のショ y プハウスは、幹線道路に函した街区の外側では併用住宅と

して使用される事が多いが、内側では純住宅として使用される事が多い。街区形態は囲い

型街区と背割り型街区に大別されるが、聞い型街区の外周に配置される γ ョップハ ウスは、

街区内部の環境を道路の喧喋から守る障壁の役割を果たしている。ここから、幹線道路に

面した囲い型街区でその内部が木造家屋や住居系用途のショ y プハウスが多い場合には、

街区内部のショップハウスを中層のフラットとして統合し、元の住民を優先的に入居させ

る改善策が考えられる。街区中央にフラ y トを配置する統合型の再開発の場合、フラット

及び周囲の γ ョップハウスからの避難経路を確保するためにフラ y トの周囲に区画道路を

巡らせ、その外側にショップハウスを配置する必要がある。この配置は、一般に市場を核

的施設とする囲い型街区に見られるものである。

このような住宅を主とした再開発を進めるためには、建物用途別に容積率の規制を行い、

規定以上の住宅床を供給する再開発にのみ容積率の緩和を行う都市計画制度の墜備が必要

となる。チャイナタウン地区の容積率の基準としては、地区内に見られる 10階建て前後の

集合住宅を 3-4階建てのショップハウスが取り巻く囲い裂街区を基準に定め 15】(写真 1-

1 3参照)、住居系用途とそれ以外の用途の面積比率は、現状のショ y プハウスの住居系

床面積比である 75%を基準に定める事が望ましい。

また、自動車の部品販売や修理業等の工業系の建物用途の特定街区への特化により往工

混在地区が形成され、廃油処理や衛生問題等の居住環境上の問題を発生させている。その

根本には都市基本計画が履行されていないために土地利用規制が効力を発慢していない事

があるが、一時的な対応策としては建設条例に建物用途規制を含ませる事が考えられる。
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チュラロンコン大掌

チュラロンコン大学地区(図 3-6参照〉のショ y プハウスの計画的団地開発は、契約

形態、建設構法、配置計画の点で先進的であり、その後、それらが民間開発においても棟

準的に行われるようになった事を考えると、十分に啓蒙的でもあったともいえる。

しかし、単一の地主であるため再開発時の利害関係の調整が容易であり、区画道路が十

分な幅員で整形に配世されていたため、 Y ヨップハウスを数棟統合して大規模高層建築へ

と建て替える事が容易であった。このため、チャイナタウン地区よりも新しい築後30年の

Y ヨ y プハウスが大規模高層建築であるショッピングセンタ ー、ホテル、オフィスピルに

建て替えられ始めている。

チュラロンコン大学地区のショ y プハウスの再開発には以下のような問題点がある。

・ショップハウスが商業 ・業務に特化した建物に建て替えられる事により、定住者人口が

減少し、既存のコミュニティーが破壊され、インナ ーシティ問題を顕在化させかねない0

・建蔽率が同じままで建物の高層化が行われたため、日照 ・通風の面で周辺の居住環境が

惑化した。再開発以前の駐車場は、ンョ yプハウスの隣棟間隔を維持するオ プンスペ

ースとしての機能も備えていた。

-機能の純化を伴う再開発は都心の都市機能を強化させ、就業者人口の地加に伴う交通量

の増加により交通渋滞を悪化させる。周辺の交通事情や都市基本計画における都市機能

のサブセンターへの分散化を考慮すると都市計画上の疑問が残る。

チュラロンコン大学地区においても、チャイナタウン地区と同様に街区内部に集合住宅

を配置し、土地分有のようにその一部を現在の住民の居住地に充てる制度を擁立し、現在

の住民が継続して居住できるようにする事が望ましい。

一方、面的な商業地繋備が必要となる郊外地域のサプセンター候補地には、チュラロン

コン大学地区のショップハウスに見られる映函館や市場等の核的施設の周閣をショップハ

ウスが取り巻く「聞い型街区Jとショ y プハウスの「背割り型街区Jを組み合わせた配置

計画が適しているといえる。コロンピア映画館の囲い型街区〈図結ー 5、写真結ー 1、 2)

は、これを小規模に開発したものである。この織な配置計画は、近年のミニオフィスピル

開発地区でも見られ、大規模オフィスピルには見られないヒュー 7 ンスケ ルの市街地を

構成している(図結-6、写真結-3、 4)。
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タウンハウス

図結-5 コロンピ7映画館地区配置図(縮尺1:2000) 図結-6 ミニオフィス開発地区配置図(縮尺1:2000) 

写真給一2 コロンピ 7映画館地区(街区内部) 写真結 4 ミニオフィス開発地区(街区内部)
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②郊外市街地

郊外市街地では、幹線道路からアクセス道路であるソイへと至る道路網のネ y トワーク

が確立されないままにスプロール状に住宅地開発が急速に進行し、幹線道路聞を結ぶ補助

幹線道路網の整備が重要課題となっている。

また郊外地域では、道路建設が市街化を先導し、 Y ヨップハウス開発がそれを加速させ、

住宅地開発が完了させる仕組みになっている。この仕組みを市街地整備!に利用し、道路網

形成を伴う良好な市街地形成を誘導するための方策の検討を以下に行う。

パンケン ・パンカピ 地区

パン ケン・パンカピ一地区(図 3- 7参照)の東西南北の幹線道路聞には約7.5Kmの距離

があり、 1974年の時点ではその間に乗合パスが通る補助幹線道路は見られなかった。

第 3章の分析により、以下の知見が得られた。

・幹線道路であるパホニヨティン通りから東に2.5Km、ラ yプラオ:ii!iりから北に4.0Km内陸

の敷地に 100ha以上の大規模な建売住宅地が開発された事に伴い、幹線道路から住宅地へ

のアクセス道路が拡幅され、その沿線にシヨ y プハウスが開発され、補助幹線道路とし

て整備された。

・宅地分譲地では上物が建ち揃うまでに時間がかかるが、建売住宅地は開発完了後にす〈

に顧客の増加が見込め、ショップハウス開発の直接の誘因となり得る。地区内における

住宅地の開発形式の変化が、住宅地開発と連動した新たなショップハウスの開発パター

ンを生み出した。

これらの知見から、 「幹線道路から離れた敷地に大規模な態売住宅地の開発を誘導する

事により、住宅地へのアクセス道路を沿線のショップハウス開発と共に補助幹線道路とし

て整備する」という、道路網の形成を併なう市街地の整備手法が考えられる。しかし上記

の事例の場合、道路拡幅のための工事費は全額バンコク市役所が負担しており、受益者で

ある道路沿線の地主や住宅地開発の事業主の支出は無い。これではパンコヲ市役所の負担

が大きくなりすぎ、繍助幹線道路の網的な整備は困難である。

そこで、全面買収方式以外の開発方式を考案し、道路建設費用の一部を受益者に負担さ

せる制度を確立する必要がある。そのような制度として、区画整理事業や土地分有事業が

有力な市街地整備手法と見られている。
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渡辺は 1刷、区画整理の シュミレーシヨンをタリンチャン地区で行っている〈図結 7 )。

全体配置計画において、幹線道路から 20m以内をショ yプハウス用地としている。地価の

従前価格は、農用地900(パーツ/Wah = 4 m')、住宅地1100 (パーツ /Wah)とし、

従後価格は住宅地2500(パーツ/Wah)、商業地(ショ yプハウス用地:筆者注)5000 

(パ ツ/Wah) としている。その結果、公共機関の事業担負担が全く無い場合にも減

歩率45.2%、増進率1.8となり地主の合意次第では施工が可能である科、事業費の50%(幹

線道路と近隣公園の整備)を政府が負担すると減歩率32.7%、t曽進率2.2となり、日本で一

般的な減歩率30-40%、地進率2.3に近く、実現の可能性が高いとしている。

また、スラムの改善事業において、土地を二分 して一方を地主に、他方を現在の住民の

利用に供する土地分有(ランド・シェアリング)という手法が存在する '7)。 この手法は、

スラムの住民に数地の一部を無償で提供し、残りの敷地を高度利用する事により全体の開

発を成立させるものであり、残りの敷地にショ y プハウスを開発した事例が数例見られる

(図結-8 )。前述の渡辺のシュミレ ションでは商業地の地価の従後価格を住宅地の 2

倍としているが、実際には郊外地域の幹線道路沿線のショ yプハウスの販売価格は、開発

用地の奥に位置する同一面積のタウンハウスの 5-8倍となる。 このようなショ y プハウ

スの高販売価格による売却益により、土地分有事業をm進する事が可能とな っている。

これらの 2事例の検討より、 Y ョップハウスが地価の引き上げ要因として働く事にまき目

して、道路線の指定と土地利用規制を組み合わせた路線型の区画笠理により、民間資金を

利用して繍助幹線道路整備を進める手法が考えられる。

この手法は以下に整理される。

・現在審議中の都市基本計画において、ショップハウスとしての土地利用区分を確立する。

.幹線道路聞が離れた郊外地境において幹線道路間を結ぶ補助幹線道路の道路線の指定を

行う。指定にあたっては、大規模な住宅地開発が可能な空閑地の多い地区を通す。

・指定した補助幹線道路沿線の土地利用規制をショップハウスとする代わりに、補助幹線

道路の建設用地を沿線地主に供出させる。これは、ショップハウスが地価の引き上げ要

因として働く事により可能となるものである。

・パンケン ・パンカピ一地区で見られるような 100haを越える大規模な住宅地開発が行われ

る場合には市街地整備の実現可能性を考慮し、事業費の50%をパンコク市役所が負担し、

残りは開発業者に負担させる。
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土地分有事業例

-207-

室主
入

出典 r居住へのたたかいJ

図結 8 

「
白
帆
匙
副
司
和
室
川
崎
柑
叫
凶
附
幅
彊
骨
組
雪
組
怪

時
金
・
4
3拒
悼
碑

un岡山]
ぃ
「
岨
哨
限
山
「
岬
田
町
」
ぃ
岬
組
『

m
ふ

l

A
川

司

入
'
間
獄
図
凶

ト

1
摂
図

-206-

『--一---Fe--
-同

-

J
 

-

-
-
-
E

一

-a“E-

一
i
z
-
--
2
u一
n
H
U

一

一

t
z
一
刀
再
出
持
一

つ
引

・26
一
乙iI
ザ一議一

;
 
;
 

----4，
 ..
 -----i一u
-

川
-

寸
1
1
11
1

j
一

ぎ
主
戸
崎
-

一

--
ze--
---
-e
-
t
u引

h-

てす一ー

間i¥ ¥ j¥ ¥ 

L
J
V

」
g
a
v
M

〈



近年のショ y プハウス開発地区

パンケン・パンカピ一地区における補助幹線道路の整備は、幹線道路から 2-4Km離れた

場所に 100haの建売住宅地開発が行われるという大規模なものであったが、都心から 10Km圏

の郊外地援の新規建設・拡幅道路沿線では、幹線道路から 100-600mの7クセスを直接取

る形で、 1-8haの規模のソイ導入型開発(事例 1、 8、 9、 10、 11、 13、 14参照〉

や複合住宅地開発である旗竿型開発(事例 16、 18、 19、 20 )が行われている。

タイの土地は、運河と垂直方向に短冊型に区分所有されている事が多く、その所有形態

は運河と平行に道路が建設されても維持される。郊外地域の新規建設・拡幅道路沿線の短

冊型の敷地に開発が行われているソイ導入型開発や旗竿型開発は、市街化の初期の段階で

開発用地内に私道であるソイを建設する事により開発を開発用地内部にまで引き込み、従

来言われてきた道路沿線のショップハウス開発による後背地の開発の鈍化という土地利用

効率上の問題を解消するものである。

しかし、これらの開発には以下の械な問題点がある。

・近年の開発では、住宅資金を融資する金融機関が土地再分割委員会への届け出を民間開

発業者に求める傾向があり、また、住民側にもある程度の居住環境に対する要望が強ま

っているといわれる。このため、敷地分割規制lにおける敷地寸法、敷地面積、道路幅員

に関しては規制が尊守されているが、占有面積が大きい下水処狸施設、公共施設等に関

しては、いまだに設置しない開発が大半である。

・ソイ延長が数百メ ー トルにも及ぶソイの突き当りに建物が配置されている袋小路型の開

発が見られる。この械な袋小路が好まれる最大の理由は、前面道路からの入口一箇所を

チェックする事により住宅地全体の保安が維持できるためであるといわれている。しか

し、この械な建物配置は、将来、周辺に開発される住宅地との聞の道路網形成に支障を

きたす恐れがある。

ソイ導入型開発や旗竿型開発では開発用地内の居住環境に関しては一定の基準に達して

いるが、地域として良好な環境を作り出すための下水処浬施設、公園等の公共施設が整備

されていない。特に住宅地内の下水処理施設の不備は、公共下水道の笠備が遅れており、

低湿地に位置しているため洪水に見舞われる頻度の高いバンコク郊外地域において深刻な

衛生問題となっている。パンケン ・パンカピー地区の一戸建て住宅地の住民に対する 7 ン
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ケー ト調査 181においても、公園の不足、 下水道の未整備、ゴミ収集等の都市基盤施設の不

備に対する不満が多い。これらの問題点は公共性が高い事 もあり 、その改善にはバンコク

市役所の助力が必要である。

「独立した島状の住宅地Jを形成する袋小路のソイの問題は、現行の土地区画規制にお

いてソイの幅員に関する規制はあるが長さや形状に関する規制がされていない事に起因し

ている。ソイの突き当りに建物が配置された袋小路のソイは、周囲の道路との後続が困難

であり、地域の道路網の一部として機能させる事ができない。 しかし一方で、ソ イの通り

抜けを可能とすると住宅地内を通過する交通が発生し、住宅地内の居住環境が低下寸る恐

れがある。

袋小路のソイの問題点を改善するためには以下の織な方策が考えられる。

・住宅地内の竿にあたるメインのソイは公道扱いとし、現在は行き止まりでもソイの端部

に建物を配置せず、周辺の住宅地との道路網の接続が容易なようにオ ープン エンドとし

ておく。

-将来、メインのソイが他の幹線道路に接続し、補助幹線道路として機能する事を想定し、

前面道路沿線だけではなくメインのソイの沿線もショ y プハウスやタウンハウス等の長

屋建住宅とし、短冊型の宅地害IJりとしておく。ショップハウスとタウンハウスは、改築

により容易に機能を転換する事が可能である(写真結 ー5、 6)。

住宅地内のソイが補助幹線道路として機能し始めると、通過交通により住宅地内の居住

環境は悪化するが、ソイに面する γ ョップハウスやタウンハウスの列が背後の一戸建てて

住宅地を交通公害から保護する役割を果たす。前述のアンケ ト調査においても、 一戸建

て住宅地の住民は都市基盤施設の整備と共に自動車による大気汚染の軽減を課題として挙

げている。これに対して、同地区のショ y プハウスの住民に対する調査では、現住所の選

択理由及び建築形式としてのショップハウスの選択理由において、業務環境を患も重要視

している。これは、ショップハウスが併用住宅であるためである。

この居住環績を霊視する一戸建て住宅の住民と業務環境を重視するショップハウスの住

民の意識の差が「幹線道路沿線にショップハウスが連続し、その背後に一戸建て住宅地が

広がる j というパンコクに特徴的な市街地構成を作り出して来たといえる。これはまた、

中心市街地における囲い型街区に類似した市街地構成でもあり、ショップハウスの特性を

活かした配置計画であるといえる。
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写n結 -5 ショップハウスの改築によるタウンハウス

写真結-6 :Jウンハウスの改築によるシヨソプハウス
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第 4節結章のまとめ

近年、地価の上昇や生活綴式の変化により、都心の中心市街地では職伎を分降した建築

形態のタウンハウス、コンドミニアム、オフィスピノレ、デパー ト等の開発が主流となり、

ショ y プハウスは次第に周辺地域に押し出され、郊外の住宅地開発に関連させて開発され

るように変化しつつある。その結果、中心市街地では、都市機能の強化に伴い郊外か らの

通勤・通学の増加による交通渋滞が悪化し、郊外市街地では、住宅地開発が急速に進行し、

道路面積の量的不足のみならず、道路網の形状や媛続の形態等の質的な側面でも貧喝な状

態にある。パンコクの都市基盤の脆弱さを考えると、都心に位置する ショップハウスを職

住一体のスト y クとして見直し、都心機能の強化を沼〈再開発よりも居住環境の改善を進

めると共に、郊外市街地では、第 6次経涜社会開発計画に述べられている綴な 「事業費用

は中央政府の負担を極力押さえて、独立採算的な利用者負担原則や民間セクタ ーの資金を

活用する」市街地整備手法を考案する必要がある。

中心市街地のチャイナタウン地区の市街地の整備課題は、細街路沿線の住戸と幹線道路

沿線の住戸で異なる。

細街路沿線の住戸の防災上の問題点を改善するためには、建設条例により二方向避難を

達成するために建物背後に設置が義務付けられている幅員2.0mの避難路の整備が最も有効

であり、特に防災上の問題が見られる特定地区では規制lの緩和を行い、建物の奥行を最低

8.0mとして建物背後に 2.0mの避難路(敷地の奥行は 10.Om) を設ける改善策が最も実現

の可能性が高い。

幹線道路沿線の住戸に関しては、パンコクでも有数の高地価地区であるため、大規模な

商業・業務施設への建替えの圧力が強いが、都市機能の強化を招かないためには、現状の

γ ョップハウスの住居系の床面積比の 75%を基準に土地建物利用規制を行う必要がある。

幹線道路に面した囲い型街区でその内部が木造家屋や住居系用途のショップハウスが多い

場合には、地区内に見られる 10階建て前後の集合住宅を 3-4階建てのショップハウスが取

り巻く囲い型街区を参考に街区内部のショ y プハウスを中層のフラ y トとして統合する再

開発が考えられる。フラット及び周囲のゾヨ yプハウス後部からの避難経路を確保するた

めに、フラ y トの周囲に区間道路を巡らせ、その外側に γ ョ yプハウスを配置する必要が

ある。
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チュラロンコン大学地区の開発は、契約形態、建設構法、配置計画の点で先進的であり、

また軍事蒙的でもあった。しかし、地槌者が単ーであり、地区内の道路箆備が十分であった

ため、チャイナタウン地区よりも早い時期から機能の純化を伴う再開発が開始されている。

しかし、機能の純化を伴う再開発は都心の都市機能を強化させ、就業者人口の増加に伴う

交通量の士曽加により 交通渋滞を懇化させる。周辺の交通事情や都市基本計画における都市

機能のサブセンターへの分散化を考慮すると都市計画上の疑問が残る。

一方、面的な商業地整備が必要となる郊外地域のサプセンタ ー候補地には、チュラロン

コン大学地区のショップハウス見られる、映画館や市湯等の核的施設の周囲をショ y プハ

ウスが取り巻く「囲い型街区」とショ yプハウスの「背割り型街区」を組み合わせた配置

計画が適している

郊外市街地において補助幹線道路の網的な整備を進めていくためには、全面買収方式以

外の開発方式を考案し、道路建設費用の一部を受益者に負担させる手法を確立する必要が

ある。その一例として、郊外市街地においてショ y プハウスが地価の引き上げ要因として

働く事に着目し、補助幹線道路の道路線を設定し、道路建設用地は沿線地主に供出させ、

引き換えに沿線のショ yプハウスの建設を許可するという手法が考えられる。大規模な住

宅地開発が行われる場合に は市街地整備の実現可能性を考慮し、事業費の50%をパンコク

市役所が負担し、銭りは開発業者に負担させる。

郊外市街地の新規建設 ・拡幅道路沿線の短冊型の敷地に開発が行われているソイ導入型

開発や旗竿型開発は、市街化の初期の段階で開発用地内に私道であるソイを建設する事に

より開発を開発用地内部にまで引き込み、従来言われてきた道路沿線のショ y プハウス開

発による後背地の開発の鈍化という土地利用効率上の問題を解消するものである。しかし、

ソイ延長が数百メ ー トルにも及ぶソイの突き当りに建物が配置されている袋小路型の開発

が見られ、将来、周辺に開発される住宅地との間の道路網形成に支|穫をきたす恐れがある。

その解決方策として、住宅地内の竿にあたるメインのソイは公道扱いとし、現在は行き止

まりでもソイの端部に建物を配置せず、周辺の住宅地との道路網の筏続が容易なようにオ

ープン エンドとしておき、将来、メインのソイが他の幹線道路に接続し、摘助幹線道路と

して機能する事を想定し、メインのソイの沿線にショップハウスやタウンハウス等の長屋

建て住宅を配置し、短冊型の宅地割りとしておく事が考えられる。この配置計画は、バン

コクに特徴的な 「幹線道路沿線にショップハウスが連続し、その背後に一戸建て住宅地が

広がる」というショ y プハウスの特性を活かした市街地構成を2需導するものである。
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使用した資料とそ の限界

盆呈盆担

総理府国家統計局により発行された統計資料としては、 1960年の人口センサス、 1970年

及び1980年の人口・住宅センサス、 1981年及び1986年の社会・経済調査がある。 1980年度

の人口 ・住宅センサスの場合は、住宅に関する項目は20%の世帯を抽出して調査を行い、

その結果から推計を行っている。

チュラロンコン大学建築学部のキヤ y ト教綬によると、調査僚の中に一部屋しかない住

宅に 10世帯以上が住んでいる例が見られたり、調査員が担当する調査担当世帯を訪問せず

に自分で勝手に記載した例が見つかっているという 。実際、 1980年の人口・住宅センサス

による総人口は469万7071人であり、同年の住民台帳に記載されている総人口の515万3902

人よりも45万6831人少なく、センサスはその信感性に疑いが持たれている。

人口 ・住宅センサスによる建築形式の類型は、 一戸辿て住宅、長屋建て住宅、 7パー ト、

間借り、船等、その他、不明の 7類型であり、長屋建て住宅には、ショ yプハウス、タウ

ンハウス、木造長屋が含まれているため、ショ yプハウスのみの居住世帯数は不明である。

盟国丘主主

N H A (タイ住宅公社)は、主に低所得階層向けの住宅地の供給方策を検討する目的で、

1974年と 1984年の 2時点の航空写真から住宅地の開発形式別の土地利用現況図を作成し、

住宅地の類型毎に戸数と占有面積を集計している。住宅地の類型は、 一戸建て住宅、 二戸

一住宅、ショ yプハウス、タウンハウス、アパー ト、スラム、その他の 7類型である。

この土地利用現況図は、ケット単位で航空写真を張り合わせ、その上に直接トレ -:/ン

グベ ーパーをのせてトレ スしているため以下の問題点があった。

-ケ y ト毎の地図の縮尺が同一でなく、地図の中心部分と図事B部分で歪みが生じていた。

・個別住宅地と不良住宅地の判別について、作業者の判5JIJ基準にばらつきがあった。

. 1974年に宅地分譲地として分類されている地区に上物が建ち上がり、 1984年には個別住

宅地として分類されている部分があった。

.NHAによる研究報告害では対象地域全体での土地利用の構成比しか発表されておらず、

住宅地類型別の位置と面積の対応関係が把握できなかった。

今回の調査では、 NHAのチャンタナー女史の好意により、土地利用現況図の原図のト
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レースが許されたため、以上の点に修正を加えた後に、 BMAを対象地i或として、ケ y ト

(区)単位で各住宅地類型別に面積を祭計し、その分析を行 った。

NHAの土地利用現況図は、各土地利用のケット単位の面積の算出には使用できるが、

精鍬な立地分析を行なうにはその精度に問題がある。そのため、各住宅地類型の立地分析

には、チュラロンコン大学地型学科のチワ助教綬の協力を得て新たに作成した土地利用現

況図を使用した。

対象地域はパンコクの述担市街地妓とし、 1987年の航空写真のコピ を縮尺1・20，000の

地図上で正確に張り合わせ、道路網パタ ーン、敷地と建物の対応関係、建物の集合形態と

規模等からパンコクの住宅地を高密個別住宅地、低密個別住宅地、ショ y プハウス、市街

化完了宅地分譲地、、市街化未了宅地分譲地、建売住宅地、大規模建物に 7分類した。

チャイナタウン地区及びチュラロンコン大学地区の市街地の形態分析に使用した地図は、

バンコク市役所で入手した縮尺1:1.000の市街地図に1987年の現地調査により一部修正を行

ったものである。この地図には建物の外形が描かれており、バンコクの市街地図としては

績も精密なものであるが、 1960年代に作成された原図の上に新たに建設された建物を舎き

加えてい ったものであるため、しばしば現実の市街地との聞に食い違いが見られた。

当時、この地図はパンコク市役所のアボ ーン女史の厳重な管理下にあり、研究目的の使

用においても 1人当り A1版 2枚までしか供与されなか った。

その後、日本の建設省と J1 C Aの協力により、 1986年に織影された航空写真を基に、

1988年に縮尺1:4，000の市街地図が刊行され、タイの関iili公共機関に配布された。但し、タ

イ政府は技術協力を行った日本に対しても公表しないとしており、その入手の可否は不明

である。

近年の開発の配置図は、調査時に工事中の開発に限り入手が可能である。タイでは開発

単位での会社設立が一般的であり、 1972-77年のTISCOの調査による 140開発の開発主の全

てが1989年には述絡が不可能であった(電話局で問い合わせたが不明だった)。さらに、

ケ y ト(区)役所も開発申請書類の部外者への閲覧を渋る傾向にある。このため掻善の策

は、顧客を装い配置図を開発主に提供させる事である。縫供される配置図は開発毎に精度

が異なるが、建築図書一式を提供してくれた開発主もあった。
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あとがき

日本と異なる気候、風土、歴史を持つタイの市街地整備手法を考える際に重要な事は、

日本の経験を共有できる 「文明的手法」と タイ独自の 「文化的手法」を峻別し、並存させ

る様な視点を持つ事であろう。併用住宅は東京では減少し、パンコクでは均加している。

これを併用住宅が過去の住宅形式であり、バンコクが東京よりも 「遅れている 」と解釈す

るのではなく、パンコクにおいて γ ョップハウスを成立させている要因を捜し出し、それ

を市街地整備に少しでも役立てるという姿勢が海外都市研究には必要である。

区画整理のタイへの導入を例に取ると、 「敷地の減歩を地価の上昇で補う J点の技術的

な説明には難しい面がある。特に、地主が農民である湯合に土地の供出を不安に思うのは

万国共通の反応であろう。この場合には、メインのソイ沿線にショ yプハウスを配置し、

「減歩を地価の上昇と共にショップハウスの売却により摘思する 」と説明した方が理解が

得易いであろう。それほどまでに地価の引き上げ嬰因としてパンコクでは νョァプハウス

が認知されている。

この様な手法は特に目新しいものではなく、スクゥオ y ター ・スラムの改善手法のーっ

としてすでに試みられている。ランドンェアリングと呼ばれるこの手法は、スラムの住人

に敷地の一部を無償で提供し、残りの敷地を高度利用する事により全体の開発を成立させ

るものであるが、残りの敷地にショ y プハウスを開発した司王伊|が数伊l見られる。

バン コクの 9つの住宅類型のうち、クロンハウス、スラム、 Y ヨ y プハウス、フラット、

ロ コストコンド ーは庶民住宅、邸宅、建売住宅、タウンハウス、コンドミニアムは高級

住宅に含まれる。両者の違いは建築規模や使用される材料にも表われているが、庶民住宅

が周囲に対して解放的で柔らかい都市景観を作り出すのに対して、高級住宅は敷地の外周

に塀を巡らし閉鎖的な硬い都市景観を作り出す点が最も異なる。これは丁度、庶民が利用

する普通パスがドアを閉めずに町中を走っている姿と、金持ちが利用する自家用車やエア

コンパスがH音色の'.，/-)レで窓を覆い、外から中が窺えないようにしている姿に似ている。

Y ヨ y プハウスが連続する下町をそぞろ歩くのは、夜間でも本当に安心で楽しい。

広辞苑によると、庶民とはもろもろの民とある。ショップハウスには、ベンツを乗り廻

す町工場の社長から、亭主に逃げられリヤカーで惣菜を売り歩くおばさんまでが隣会 って

住んでいる。所得階層により住民が限定されている公共フラット等とも異なり、ショ y プ

ハウスは本当の意味での万人のための庶民住宅である。
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このため、併用住宅でもあるゾヨ y プハウスは、イギリスにおける産業革命以降に居住

環境を保全する目的で発達してきた「土地利用の純化」やアメリカの郊外住宅地の不動産

価値を維持するために始められた「ゾーニング」といった近代都市計画の基本理念を適用

説j苦手

ここに一枚のスケッチがある。チュラロンコン大学に留学していた当時、川上秀光教綬

に最初にお会いした時にお見せしたものである。先生は一言、 「これを実証しなさい」と

おっしゃられた。その一言から 4年に及ぶ本研究が始まり、その一言に対する不十分なが

らの返答が第 3主主の第 2節である。

しにくい性絡を持っている。

ショ y プハウスはタイで独自の発展を遂げた。パンコクよりも古くから ν ョ y プハウス

が建設されたパタピア、 7 ラ yカ、シンガポールにおいては過去のI監物として「保全」の

対象となっているのに対して、パンコクでは現在まで地加の一途を辿り、チュラロンコン

大学では「ショップハウス問題」というシンポジウムが開催され、ザ ・ヰイ γ ョン紙では

「都市の癌Jとしてショ y プハ ウスの特集が組まれたほどである。

堅四日
当初、本論文は、 「パンコクにおけるショ yプハウス開発による市街地構成 γ ステム」

という題目であった。それを共同研究を通じて、現在の「ショ y プハウス開発による市街

地整備計画論」に変更する 様に 7 ドパイスしていただき、計画論への観点を開いて下さ っ

たのが渡辺定夫教授である。

川上、渡辺両教授には、本当に親身な御指導をいただきました。記 して深く感謝します。

1980年11月2日付、ザ・ネイション紙レピュウ(日曜特集)

1992年、沖創にて

しかし、平凡な臼常生活の中にこそ、普通へと高め得る「何か」が内包されていると考

えるべきではないだろうか。 安 藤 徹 哉
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